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行橋市教育委員会の教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の概要

１　教育委員会評価について

２　評価の対象

３　外部評価の概要

４　評価の詳細　　別紙、各シートのとおり

（評価方法）

注：評価不可能な評価項目については、斜線で表記しました。

５　評価対象期間　　　　平成23年4月1日～平成24年3月31日

　各シート毎に「評価項目」・「指標」を設定し、各指標に対する評価・点検を「充実度」及び「実現度」の視点から４段階による評価を行いました。ま
た、各シート中の「外部評価委員意見」欄の空欄については、外部評価委員の意見が、自己点検・評価と同様であり、「点検・評価が妥当」である
との意見を示します。
「充実度」、「実現度」において、「１」は「達成していない」、「２」は「やや達成していない」、３は「やや達成している」、４は「達成している」という評価
を示します。
また、Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの評価表について、「○」は、自己評価を「●」は外部評価委員会の評価を示し、「○」のみの標記は、両者同意見であることを示し
ます。

　教育委員会は、首長から独立した合議制の組織であり、同委員会が自ら立てた教育行政の基本方針に基づき、教育に係る広範かつ専門的な
事務が確実に実施され、かつ充実を図ることが求められています。
　平成20年4月から施行された『地方教育行政の組織及び運営に関する法律』の一部改正により、教育委員会は、毎年、その権限に属する事務
の管理及び執行の状況について、自己点検及び評価を行い、その結果を議会に提出するとともに、公表することが義務づけられました。
　本市教育委員会におきましても、市教育委員会事務局に「教育委員会評価検討委員会」を設置し、その評価対象や評価方法等について議論
を重ね、システムを決定し、各課・室において教育委員会評価のための資料整理を行い、行橋市教育委員会において自己評価を行いました。そ
の後,学識経験を有する方を委員とする「行橋市教育委員会外部評価委員会」を立ち上げ、評価及び意見をいただきました。これらを基に、「行橋
市教育委員会の教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価報告書」としてまとめました。評価の概要等については、以下のとおり
です。

　評価の対象は、平成23年度中の教育委員会としての活動及び事務執行分です。
また、評価項目は、平成23年度行橋市教育行政方針に基づき実施した事務事業や取り組みを対象に、各担当課の事業を踏まえて設定し、「Ⅰ
教育委員の活動」、「Ⅱ　教育委員会が管理・執行する事務」、「Ⅲ　教育委員会が管理・執行を教育長に委任する事務」について行いました。

　平成23年度の評価については、行橋市教育委員会の教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の全体的な意見を「行橋市教
育委員会外部評価委員会の意見」として掲載しています。
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行橋市教育委員会の自己点検・評価及び外部評価シートⅠ
　自己点検・評価の考え方

Ⅰ　教育委員の活動
指標 外部評価

4 ○
3
2
1

1 2 3 4
→充実度

4 ○
3
2
1

1 2 3 4
→充実度

4 ○
3
2
1

1 2 3 4
→充実度

4 ○
3
2
1

1 2 3 4
→充実度

4 ○
3
2
1

1 2 3 4
→充実度

4 ○
3
2
1

1 2 3 4
→充実度

4
3 ○
2
1

1 2 3 4
→充実度

4
3 ○
2
1

1 2 3 4
→充実度

実
現
度
↑

実
現
度
↑

実
現
度
↑

評価項目

②教育委員会会議の運営上の工夫

○教育委員会と事務局との連携

①教育委員会会議の開催回数

（１）教育委員会の会議の運営改善

○議事録の公開、広報活動の状況
（２）教育委員会の会議の公開、
　　 保護者や地域住民への情報発信

実
現
度
↑

実
現
度
↑

②所管施設の訪問

（６）学校及び教育施設に対する
　　 支援・条件整備

（４）教育委員会と首長の連携

○研修会への参加状況

①学校訪問

実
現
度
↑

（５）教育委員の自己研鑽

○教育委員会と首長との意見交換会の実施

（３）教育委員会と事務局との連携

実
現
度
↑

実
現
度
↑

　地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和３１年法律第１６２号。以下「法」という。)第２７条の規定に基づき、行橋市教育委員会が実施する教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価
を「教育委員会の活動」（シートⅠ）・「教育委員会が管理・執行する事務」（シートⅡ）・「教育委員会が管理・執行を教育長に委任する事務」（シートⅢ）の３つの項目について行う。

　昨年の課題が今回の点検・評価に活か
されており、しっかり評価できている。
幼稚園訪問はできなかったが、園長会議
を開催しており、今後の一層の連携に期
待する。園長会議を小学校教育にどう結
び付けていくのかという見通しを持った
ら良いのではないか。

　教育委員の構成は、性別・職業等に偏
りがなく、バランスが取れている。

　教育委員に積極的に関わってもらうた
めの学習会の取り組みは努力されてお
り、プラス評価の材料になる。

○学校給食センター建設予定地
○守田蓑洲旧居
○稲童１号掩体壕史跡公園
○行橋市歴史資料館、図書館
○行橋市中央公民館（市美術展）

点検・評価

　各行事、研修等の開催内容の連絡、報告は、お互いに
日常的に行った。

　各教育委員と首長との意見交換は、各行事等の機会を通じて
随時行っている。また、教育長と首長は、政策等について毎月
定例会議で意見交換を行っている。
　平成23年12月、首長との意見交換会を実施し、教育施策につ
いて活発な議論を交わした。また、市Ｐ連主催の「教育長を囲
む会」に教育委員とともに首長も参加した。

○県主催の研修に参加（４回）
○学校の研修発表（小２校、中２校）に参加
○教職員全体研修（２回）、家庭教育研修会、PTA研修会に参加。
○京築地区教育委員会連絡協議会の研修へ参加。
○女性教育委員研修への参加（２回）
○教育推進協議会（３回）
○視察研修（１回）

○前期１回
○運動会（全校）
　後期学校訪問は行事との調整がつかず実施できなかったが、学校
教育課長以下職員３名が全校を訪問し、学校施設の状況等の確認を
行い、条件整備に努めた。
○研究校学校訪問
　幼稚園の訪問は実現できなかったが、平成23年度は園長会議を開
催し、教育長が各園長と意見交換を行った。また、発達障害がある
子どもの巡回相談を行っている。

　定例教育長会議を受けて開催している。
　定例会（１３回）、臨時会（１回）を開催した。

　審議が充実するように、教育委員会資料について事前配布・
要点説明を行った。教育委員が出席した行事等の報告を行い、
委員全員の共通理解を図った。また、行事等においてもお互い
に情報交換するよう取り組んだ。
　平成23年7月に「教育委員会のあり方について」をテーマとし
て学習会を開催した。また、今年度は「特別支援教育のあり方
について」をテーマとして開催する予定。

　議事録の概要、開催日程について、毎月ＨＰへ掲載し
た。
　また、平成23年10月の市報において、毎月教育委員会
定例会を開催している旨のお知らせを掲載し、市民へ周
知を図った。
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行橋市教育委員会の自己点検・評価及び外部評価シートⅡ

Ⅱ　教育委員会が管理・執行する事務

指標 外部評価

4 ○
3

2

1

1 2 3 4
→充実度

4 ○
3

2

1

1 2 3 4
→充実度

4 ○
3

2

1

1 2 3 4
→充実度

4

3

2

1

1 2 3 4
→充実度

4 ○
3

2

1

1 2 3 4
→充実度

4 ○
3

2

1

1 2 3 4
→充実度

4 ○
3

2

1

1 2 3 4
→充実度

実
現
度
↑

評価項目

実
現
度
↑

　平成２３年度行橋市教育行政方針、行橋市教育
改革の重点施策について審議を行い、策定した。
　いずれも教育委員会評価の結果を踏まえ策定し
た。

実
現
度
↑

実
現
度
↑

（１）教育行政の運営に関する基本方針を定めること

（２）教育委員会規則及び規定を制定し、又は改廃すること

（３）教育予算その他議会の議決を経るべき議案の原案を決定すること

（４）教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関を設置し、又は廃止すること

（５）県費負担に係る教職員の人事の内申に関すること

（６）教育委員会の所管に属する各種委員会の委員の任命又は委嘱に関すること

（７）教科用図書の採択の決定に関すること

実
現
度
↑

実
現
度
↑

点検・評価

　教職員人事に際し、学校長の具申を受け、勤務
年数、実績、適正配置等を勘案し、京築教育事務
所に内申を行った。

○行橋市公民館運営審議会委員
○行橋市図書館協議会委員
上記の任命等を審議した。

　中学校使用教科図書採択に関する採択協議会を
開催し、学校意見の聴取を行い、採択した。
　教科書の使用については平成２４年度から平成
２７年度までの４年間。

○行橋市立小・中学校管理規則の一部を改正する
規則
○行橋市複合文化施設条例施行規則の一部を改正
する規則
　必要に応じて規則等の一部改正を行った。

○予算に関すること（当初、補正）
○人事案件
○規則等の制定
○教育委員会外部評価に関すること
○条例の原案に関すること
　・行橋市こども教育基金条例
　・行橋市公民館条例の一部を改正する条例
　・行橋市複合文化施設条例の一部を改正する条例

　新たな設置や廃止はない。

実
現
度
↑
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行橋市教育委員会の自己点検・評価及び外部評価シートⅡ

Ⅱ　教育委員会が管理・執行する事務

指標 外部評価評価項目 点検・評価

4

3

2

1

1 2 3 4
→充実度

4

3

2

1

1 2 3 4
→充実度

4

3

2

1

1 2 3 4
→充実度

実
現
度
↑

実
現
度
↑

実
現
度
↑

（１０）請願、陳情、訴訟及び異議の申立てに関すること

（８）通学区域を設定し、又は変更すること

（９）文化財を指定し、又は指定を解除すること

　新たな設定や変更はない。

　文化財の指定や解除はなかった。

　請願等はなかった。
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行橋市教育委員会の自己点検・評価及び外部評価シートⅢ
Ⅲ　教育委員会が管理・執行を教育長に委任する事務

点検・評価
大項目 関係事業名 （教育委員会） 実現度・充実度 （外部評価委員）

4 ○
3

2

1

1 2 3 4
→充実度

4 ○
3

2

1

1 2 3 4
→充実度

4

3 ○
2

1

1 2 3 4
→充実度

4 ○
3

2

1

1 2 3 4
→充実度

4 ○
3

2

1

1 2 3 4
→充実度

4

3 ○
2

1

1 2 3 4
→充実度

4 ○
3

2

1

1 2 3 4
→充実度

4

3 ○
2

1

1 2 3 4
→充実度

評価項目

⑴　生み出された時間や長期学
期スパンを活用し、指導方法を
工夫することで、自ら学び、考
える力を育成していきます。

小項目

１．２学期制の取組からゆとり
ある学びで確かな学力を育てて
いきます。

◎確かな学
力

（１）確かな学力と
豊かな人間性の育成
を目指す学校教育の
推進

1
 
学
校
教
育
に
お
け
る
重
点
施
策

⑶  各学校において、学力向上
の特色ある教育活動をとおし、
確かな学力の定着を図ります。

中項目

⑵  長期休みを活用した学習の
振り返りをし、基礎基本の定着
を図ります。

・小中一貫教育の
推進

　仲津小中学校における小
中一貫教育の実践を突破口
として、研究会等で他校へ
広めていくという見通しが
確認できた。

点検・評価

　２学期制を導入したことで、授業時数が増
え、子どもたちと向き合う時間の確保ができ
た。

実

現

度
↑

　仲津小・中学校の「人間関係づくり」を中
核に据えた研究発表会の実施により、市内小
中学校間における教職員間の連携が深まっ
た。

実

現

度
↑

　小中連携・一貫教育を推進していく教務主
任を対象に研修を実施し、中学校区の小中学
校の連携した取り組みを情報交換し、小中連
携・一貫教育の推進につなげることができ
た。

　生徒指導等の連携により、発達段階に応じ
た指導の充実を図ることができた。（中１
ギャップの解消）
（中１不登校数÷小６不登校数＝中１ギャッ
プ率）
22年度　16名　÷　　7名　　 ＝　2.29
23年度　17名　÷　　7名　　 ＝　2.43

実

現

度
↑

　２学期制となり、通知表については、年２
回(１０月・３月)のみであるが、長期休業前
にそれに代わる評価資料を作成し、児童生徒
及び保護者と面談することを通して課題を整
理させ、長期休業期間中の学習の振り返りに
つなげることができた。

・2学期制の推進に
よるゆとり教育、
特色ある教育

・評価活動の充実
及び二者(三者)面
談の充実

・学力向上プラン
の作成及び実行

・小中一貫教育の
推進

・小中一貫教育の
推進

・小中一貫教育の
推進

⑵  ゲストティーチャーによる
授業や交換授業、小中交流授業
等、多様な授業の実施により、
豊かな授業体験を促進する学校
間連携を推進します。

実

現

度
↑

・小中一貫教育の
推進

実

現

度
↑

　基礎学力定着週間やまとめの時間を確保す
るなど、学力の定着に向けた特色ある取り組
みを実施することができた。

　中学校が小学校へ出前授業等を行ったこと
で、教科の専門性を学ぶことができたととも
に、中学校への進学の不安を解消できた。

実

現

度
↑

　中学校区の実態に応じた取り組みが行われ
ており、学校間連携が確実に進んだ。特に仲
津小・中学校においては、「人間関係づく
り」を中核に据えた小中一貫教育を実施でき
た。

実

現

度
↑

実

現

度
↑

⑴  小・中学校が連携し、９年
間を見通した教育を推進しま
す。
①　教育課程の連携により、確
かな学力や豊かな心の育成を図
ります。

２．小・中学校の連携により、
教育課程や生徒指導で系統的・
連続的な指導を可能にし、児童
生徒の望ましい成長を育む小中
一貫教育を推進します。

② 生徒指導等の連携により、
発達段階に応じた指導の充実を
図ります。

３．行橋市における小中一貫教
育の教育システムの在り方を求
め、児童生徒の健やかな成長を
育みます。

⑴  小中連携教育や小中一貫教
育における系統的・連続的な義
務教育の教育システムを試行
し、小中一貫教育を推進しま
す。

⑵  小・中学校の教職員が連携
し、中学校区で児童生徒の望ま
しい成長を促します。

5



行橋市教育委員会の自己点検・評価及び外部評価シートⅢ
Ⅲ　教育委員会が管理・執行を教育長に委任する事務

点検・評価
大項目 関係事業名 （教育委員会） 実現度・充実度 （外部評価委員）
評価項目

小項目中項目
点検・評価

4 ○
3

2

1

1 2 3 4
→充実度

4

3

2

1 ○

1 2 3 4

→充実度

4 ○
3

2

1

1 2 3 4
→充実度

4 ○
3

2

1

1 2 3 4
→充実度

4 ○
3

2

1

1 2 3 4
→充実度

4 ○
3

2

1

1 2 3 4
→充実度

4 ○
3

2

1

1 2 3 4
→充実度

⑴  道徳の時間の指導の充実を
図る研修会を実施します。

６．少人数指導などきめ細やか
な指導の充実を図り、学力向上
に取り組みます。

⑴  習熟度別学習や課題別学習
等の指導方法工夫改善を行い、
分かる授業の工夫や個に応じた
指導の充実を図ります。

８．放課後教室の充実で基礎・
基本の定着を図ります。

⑴  放課後教室で、国語や算
数・数学の基礎・基本の定着を
図り、豊かな体験活動を実施し
ます。

７． 全国学力・学習状況調査等
の結果から学校や児童生徒の課
題を明確にし、学力向上プラン
に施策化し、児童生徒の学力向
上を図ります。

実

現

度
↑

実

現

度
↑

実

現

度
↑

実

現

度
↑

実

現

度
↑

　園長会議等を活用して、
教育課程における幼小連携
の検討作業が進められるこ
とを期待する。

４．幼稚園や保育園、小学校と
の連携を強化し、児童の学習や
基本的な生活習慣等、望ましい
成長を促します。

⑴　小学校と幼稚園が小学校生
活科や国語科等と幼稚園の領域
「環境」や「言葉」等で教育課
程の連携を図り、授業や子ども
達の交流を行います。

⑴  幼稚園や保育園及び小学校
との連携協議会及び研修会を開
催し、園児及び児童の諸課題の
解決を図ります。

・学力調査事業

　年間指導計画に基づき、加配教員を活用し
た授業が算数・数学、理科、英語等の教科に
おいて実施され、さらには、指導する教員の
資質向上に向けた研修会を各学校で３回実施
するなど指導の充実が図られた。

実

現

度
↑

該当事業なし

・指導方法工夫改
善事業

実

現

度
↑

・幼保小連絡会の
推進
・特別支援教育総
合推進事業の推進

　指導方法工夫改善教員を中心に、ティー
ム・ティーチングできめ細かな習熟度別指導
や個別指導を行うことにより、学力の定着や
向上を図ることができた。

　本評価項目に関する取組は実施できなかっ
た。
　今後は、園長会議等を通じて教育課程の連
携を検討していきたい。

　園児の実態把握のための連絡会の実施及び
園児の発達に関する実態把握のための保育
園・幼稚園訪問を行うことができた。

・道徳教育担当者
研修会

・学力調査事業

・放課後教室事業

　福岡県教育センターの指導主事を講師とし
て招聘し、資料分析及び発問づくりに関する
演習を実施し、教員の指導力の向上を図っ
た。

　市実施の学力調査結果については、個人結
果を返却し、個に応じた指導の充実に活用す
ることができた。

　週１回小学校においては４～６年生、中学
校においては全学年を対象に国語や算数、数
学の基礎・基本の定着を図るために学習のつ
まずき等に対応し、学力の向上に努めた。
　また、学習だけでなく、折り紙を取り入
れ、豊かな体験活動ができた。（放課後教室
指導員１1名）

⑵  学力調査の結果から、個人
の課題を明らかにし、一人一人
の学力向上に役立てます。

⑴  文部科学省及び福岡県によ
る小学校６年生、中学校３年
生、行橋市による小学校４年
生、中学校２年生の学力調査の
結果から、指導方法の工夫改善
等学力向上のための施策を推進
し、学力向上を図ります。

５．教員養成大学と幼稚園、小
学校と連携し、幼・小が連携し
た授業やカリキュラムづくりを
行い、幼稚園教育から小学校教
育へ連続性のある教育の在り方
を研究します。

◎確かな学
力

１．道徳の時間の指導の充実を
図ります。

◎「豊かな
人間性」

（１）確かな学力と
豊かな人間性の育成
を目指す学校教育の
推進

1
 
学
校
教
育
に
お
け
る
重
点
施
策
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行橋市教育委員会の自己点検・評価及び外部評価シートⅢ
Ⅲ　教育委員会が管理・執行を教育長に委任する事務

点検・評価
大項目 関係事業名 （教育委員会） 実現度・充実度 （外部評価委員）
評価項目

小項目中項目
点検・評価

4 ○
3

2

1

1 2 3 4
→充実度

4 ○
3

2

1

1 2 3 4
→充実度

4 ○

3

2

1

1 2 3 4
→充実度

4 ○

3

2

1

1 2 3 4
→充実度

4 ○
3

2

1

1 2 3 4
→充実度

4 ○
3

2

1

1 2 3 4
→充実度

4 ○
3

2

1

1 2 3 4
→充実度

　キャリア教育、職場体験
等の実施は各校で推進され
ている。今後はさらに、各
校の多様な実践について相
互に情報を提供し合い、内
容方法の充実に努力するこ
とを期待する。

・プロジェクトA事
業

・スクールカウン
セラー及びスクー
ルアドバイザー配
置事業

　学校行事や総合的な学習で高齢者との交流
や職場体験、農業体験（田植え、稲刈り）
等、学校で多彩な体験学習を行い、勤労の大
切さを学ぶことができた。

・児童生徒相談セ
ンター事業

・総合的な学習の
時間支援事業

・キャリア教育

　いじめ問題や不登校の悩
みの解消を図るため、専門
家の配置や組織的対応が着
実に実践されていることが
確認できる。

４．児童生徒の学校生活におけ
る悩みの解消を図るために心の
専門家の配置や児童生徒相談セ
ンターの充実等、体系的な支援
体制を構築し、カウンセリング
の充実を図ります。

⑵  体験活動を重視した道徳の
時間や地域教材や身近な資料
等、心に迫る道徳教材の開発に
より、道徳の時間の指導の充実
を図ります。

⑴  キャリア教育を学校教育全
体で推進するとともに、総合的
な学習や学校行事等における福
祉・ボランティア活動等の充実
を図り、勤労観や職業観を育
て、将来に夢や希望をもって、
努力する児童生徒を育成しま
す。

⑴  村上仏山や末松謙澄等、郷
土の偉人を教材化し、道徳や教
科等で活用し、郷土を知り、郷
土を愛する心を育てていきま
す。また、地域の伝統文化のよ
さを学ぶとともに、郷土をより
よくしていこうとする心を育て
ます。

　２名の相談員が連携し、いじめ問題や不登
校等の悩みの解消として、教育ホットライ
ン、来室相談、訪問相談を行った。相談体制
が充実してきた。
○相談件数　　教育ﾎｯﾄﾗｲﾝ　178件
　　　　　　　来室相談　　258件
　　　　　　　訪問相談　　 34件
　　　　　　　　計　　　　470件

実

現

度
↑

　問題行動を起こしている児童・生徒に関係
機関等でサポートチームを編成し、児童・生
徒の健全育成を図った。
　会議は不定期であるが、年１回報告会を
行っている。プロジェクトＡ　５回実施
（関係機関：学校、警察、児童民生委員、区
長会等）

実

現

度
↑

実

現

度
↑

実

現

度
↑

実

現

度
↑

実

現

度
↑

　身近な自然環境と、そこに起きている環境
問題を考えることにより、環境の保全やより
良い環境の創造のための取り組みを進めてお
り、その情報を地域に発信することにより、
環境改善に役立っている。（例：しじみの放
流、みどりの少年団、海岸クリーン作戦等）
　また、小学校では高齢者を学校に招き、伝
承遊び等で交流を図りながら、身の回りの高
齢者とその暮らしを支援する仕組み等につい
て学習することができた。

　児童・生徒の「生きる力」を育むため、
テーマを決め、自分の住んでいる地域の特色
の調査等を行い、学習に生かしていった。
　中学校においては職場体験を行い、様々な
職場で体験したことを交流する場の設定を
行った。（職場体験：市役所、消防署、商店
街、幼稚園等）

　特別な支援を必要とする子どもや保護者に
カウンセリングを行ったり、児童・生徒の学
校での状況について担任及び特別支援担当教
員に児童・生徒への関わり等をアドバイスし
た。
　スクールカウンセラー　　４名
　スクールアドバイザー　１２名

実

現

度
↑

・総合的な学習の
時間支援事業

・総合的な学習の
時間支援事業

　まち探検や郷土の偉人資源の教材化を通し
て、郷土の良さに気づかせることができた。

１．道徳の時間の指導の充実を
図ります。

３．豊かな体験活動の充実を図
ります。

1
 
学
校
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（１）確かな学力と
豊かな人間性の育成
を目指す学校教育の
推進

◎「豊かな
人間性」

２．地域の偉人、伝統文化の教
材化、指導を通して郷土をよく
知り、郷土を愛する心を育てて
いきます。
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行橋市教育委員会の自己点検・評価及び外部評価シートⅢ
Ⅲ　教育委員会が管理・執行を教育長に委任する事務

点検・評価
大項目 関係事業名 （教育委員会） 実現度・充実度 （外部評価委員）
評価項目

小項目中項目
点検・評価

4 ○
3

2

1

1 2 3 4
→充実度

4 ○
3

2

1

1 2 3 4
→充実度

4 ○
3

2

1

1 2 3 4
→充実度

4 ○
3

2

1

1 2 3 4
→充実度

4 ○
3

2

1

1 2 3 4
→充実度

4 ○
3

2

1

1 2 3 4
→充実度

4 ○
3

2

1

1 2 3 4
→充実度

　特別支援教育のコーディ
ネーター担当教員は、特別
支援教育の免許を持たない
教師が担当しているという
ことだが、専門性の問題や
業務負担の問題がある。一
方で、特別支援教育の免許
を持たない教師がコーディ
ネーターになることは、特
別支援教育を学校全体で取
り組むという良さもある。
メリット・デメリットに配
慮しながら、推進していた
だきたい。

実

現

度
↑

・地域コーディ
ネーター活用事業

・特別支援教育推
進協議会
・ｱｼｽﾀﾝﾄﾃｨｰﾁｬｰ・ｽ
ｸｰﾙｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ・ｽｸｰ
ﾙｶｳﾝｾﾗｰ配置事業

・特別支援教育の
推進

実

現

度
↑

　関係専門機関との連携し、教育相談､就学・
修学相談を実施し、個のニーズに対応するこ
とができた。

　平成１２年度より市内小中学校に図書司書
を配置し、読書活動の充実を図ったことで、
本に親しむ子ども達が増えた。
　図書司書研修を定期的に行うことにより、
お互いの力量の向上に繋がった。

実

現

度
↑

・図書司書配置事
業

・子ども読書活動
推進協議会

⑷  行橋市就学指導委員会を定
期（８月、１１月）、不定期
（必要に応じ）に開催し、適正
な就学指導や特別支援教育の充
実を図ります。

⑴ 　行橋市子ども読書活動推進
計画により、家庭や学校、地域
で本や絵本との出会いをつく
り、読書活動を推進します。そ
の中で、読み聞かせやブック
トーク、アニマシオン等の読書
活動を充実し、読書に親しみ、
進んで読書をしようとする子ど
もを育てます。

⑶  特別支援学校（築城特別支
援学校等）、おひさま教室、病
院等、関係機関と連携し、特別
支援教育の充実を図ります。

◎「豊かな
人間性」

(２)個別の教育的
ニーズに応じた特別
支援教育の充実

⑵  学校図書館の機能を高め、
読書センターや情報センターと
しての活用や教科指導での活用
を促進し、子どもの読みの力を
高めます。

実

現

度
↑

実

現

度
↑

　協議会（年３回開催）において、年次計画
に沿って、読書ボランティア団体等各組織の
活動内容を明らかにすることで進捗状況を確
認することができた。また、市内６幼稚園に
幼児読書活動のアンケートを取り、実態調査
の結果を基に幼児の読書活動の取り組みの方
向について協議することができた。

実

現

度
↑

　個別の教育支援計画及び指導計画の作成
及び教員の指導力量の向上により一人一人
の実態に応じた指導の充実が図られた。

　特別な支援を必要とする子どもや保護者に
カウンセリングを行ったり、児童・生徒の学
校での状況について担任及び特別支援担当教
員に児童・生徒への関わり等をアドバイスす
ることで、一人一人のニーズに合った支援を
することができた。

実

現

度
↑

５．読書教育の推進で、読書に
親しみ、進んで読書をする、心
豊かな子どもを育てます。

⑴  ＬＤ（学習障害）、ＡＤＨ
Ｄ（注意欠陥／多動性障害）、
高機能自閉症等、特別な支援を
必要とする児童生徒の個の教育
的ニーズに応じた支援ができる
体制やシステムをつくります。

･就学指導委員会及
び相談会

⑵  行橋市通級指導教室（延永
小学校）の充実を図り、ＬＤ・
ＡＤＨＤの児童の個別のニーズ
に応じた教育を推進します。

⑸  アシスタント・ティー
チャー（ＡＴ）の活用で個別の
教育的ニーズへの対応と教育的
支援の充実を図ります。

　心身の発達などで、悩んでいる次年度入学
の子どもの保護者を主として、相談会を８月
に行い、最終的な進路を決める指導委員会を
１１月に行った。（参加者：相談会１８名、
委員会４３名(臨時を含む））

　各学校に１～２名のＡＴを配置し、個別の
教育支援及び生活支援を充実することができ
た。

・アシスタント
ティチャー配置事
業

１．特別支援教育の推進体制を
つくります。

1
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（１）確かな学力と
豊かな人間性の育成
を目指す学校教育の
推進
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行橋市教育委員会の自己点検・評価及び外部評価シートⅢ
Ⅲ　教育委員会が管理・執行を教育長に委任する事務

点検・評価
大項目 関係事業名 （教育委員会） 実現度・充実度 （外部評価委員）
評価項目

小項目中項目
点検・評価

4 ○
3

2

1

1 2 3 4
→充実度

4 ○
3

2

1

1 2 3 4
→充実度

4 ○
3

2

1

1 2 3 4
→充実度

4 ○
3

2

1

1 2 3 4
→充実度

4 ○
3

2

1

1 2 3 4
→充実度

4 ○
3

2

1

1 2 3 4
→充実度

4 ○

3

2

1

1 2 3 4
→充実度

4 ○

3

2

1

1 2 3 4
→充実度

　各学校に対して特別支援教育コーディネー
ターの指名及び特別支援教育の推進の基盤と
なる個別の教育支援計画及び指導計画の作成
を指示した。

　学習評価の変更に伴い、評価のための研修
会を実施し、個別の教育支援計画や指導計画
の作成方法についての研修を通して教員の指
導力の向上を図った。

・子どもの健康を
守る地域専門家連
携事業

　各学校に特別支援教育推進委員会を組織
し、特別支援教育推進計画に基づいた教育活
動の充実に努めるよう指導した。

実

現

度
↑

・特別支援学級担
当教員研修会

　学校の申請によりスクールアドバイザーを
派遣し、児童生徒の実態把握のための諸検査
を実施することを通して適正な修学・就学指
導をすることができた。

実

現

度
↑

２．特別支援教育を推進する教
員等の指導力の向上を図りま
す。

２．小・中学校での一貫した薬
物乱用防止計画、エイズ教育
等、健康にかかわる今日的な課
題に対応した諸教育の推進な
ど、保健・安全教育の充実に努
めます。

１．特別支援教育の推進体制を
つくります。

⑶  特別支援教育研修会を開催
し、教員の指導力の向上を図り
ます。

⑴  学校や専門家、関係機関に
よる実行委員会を立ち上げ、実
践計画を作成します。

１．子どもの健康を守る地域専
門家連携事業を推進し、子ども
の健康課題の解消を図ります。

⑴  校内での特別支援教育推進
体制づくりをし、特別支援教育
の充実に努めます。

⑵  特別支援教育コーディネー
ターの機能化を図り、関係機関
との連携を推進することで、個
別の支援計画の充実を図りま
す。

⑵  子どもの健康課題に対応す
る取組を行います。

　学校保健会が中心となり、研修会を開催し
た。

実

現

度
↑

　各学校に実行委員会を組織し、健康教育推
進計画に基づいた教育活動の充実に努めるよ
う指導した。

実

現

度
↑

　各学校で必要な薬品を購入した。また、校
内にインフルエンザが発生した場合の学級閉
鎖、学年閉鎖等の基準を示し、対応した。各
学校の対応結果を毎日報告を受け、万全な対
応をした。
　学級閉鎖　 8件（小 7件、中 1件）
　学年閉鎖　 2件（小 0件、中 2件）

　子どもの発達段階に応じた薬物乱用防止教
室を開催し、薬物の怖さを学ぶことができ
た。（全１７校）

実

現

度
↑

実

現

度
↑

実

現

度
↑

・特別支援教育の
推進

・スクールアドバ
イザー配置事業

・特別支援教育の
推進

⑹  個別の教育的ニーズに応じ
た指導の充実を図るため、専門
家による教育相談、訓練等の支
援を実施します。（おひさま教
室との連携）

・学校保健会
・結核対策委員会

・薬物乱用防止教
室

・ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ対策

実

現

度
↑

(２)個別の教育的
ニーズに応じた特別
支援教育の充実

1
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行橋市教育委員会の自己点検・評価及び外部評価シートⅢ
Ⅲ　教育委員会が管理・執行を教育長に委任する事務

点検・評価
大項目 関係事業名 （教育委員会） 実現度・充実度 （外部評価委員）
評価項目

小項目中項目
点検・評価

4 ○
3

2

1

1 2 3 4
→充実度

4 ○
3

2

1

1 2 3 4
→充実度

4 ○
3

2

1

1 2 3 4
→充実度

4 ○
3

2

1

1 2 3 4
→充実度

4 ○
3

2

1

1 2 3 4
→充実度

4 ○
3

2

1

1 2 3 4
→充実度

4 ○
3

2

1

1 2 3 4
→充実度

4

3 ○
2

1

1 2 3 4
→充実度

　学校通信等を利用して家
庭との連携を図っている。
また、食育月間や「お弁当
の日」等の取り組みも行っ
ている。今後、更なる充実
を望む。

実

現

度
↑

実

現

度
↑

実

現

度
↑

⑵  食育を通して、家庭の食環
境や基本的な生活習慣を育成し
ます。

⑴  食育推進計画と食の教育の
充実を図り、「食事の重要性」
「心身の健康」「食品を選択す
る能力」「感謝の心」「社会
性」「食文化」の６つの力を育
てます。

３．食の教育の推進で心と体の
バランスのとれた子どもを育て
ます。

実

現

度
↑

６．各学校、児童生徒に安全確
保のための施設及び備品の充実
を図ります。

⑴　校区青少年育成協議会等の
協力のもと、交通安全や通学路
における児童生徒の安全確保を
推進します。

４．学校給食の安全・衛生管理
を徹底し、施設・給食運営の見
直しなどにより、安心・安全で
おいしい学校給食を推進しま
す。

５．児童生徒の安全確保を推進
する取組の充実を図ります。

・不審者情報の発
信

・防犯ブザー配布
事業

⑵  不審者情報の保護者や関係
機関への迅速な連絡と、ホーム
ページ上での市民への公開をし
ます。

⑵  通学路の安全マップづくり
や安全パトロールの実施によ
り、児童生徒の安全のための家
庭や地域への啓発や安全確保に
努めます。

⑶  スクールガード・リーダー
（登下校安全指導員）の活用に
より、学校や児童の安全確保に
努めるとともに、誘拐防止教室
や交通安全教室を実施し、児童
の安全への意識を高めます。

⑴  防犯ブザーの配布による児
童生徒の安全確保とさすまたや
催涙スプレーの常備により、学
校への不審者対応を図ります。

実

現

度
↑

・児童生徒相談セ
ンター及び特別相
談員事業

　青少年育成協議会において、校区の要望等
の聞き取りを行い、改善に向け、協議し、児
童・生徒の安全確保の充実を図った。

　児童・生徒の登下校の安全確保をするため
の指導や不審者に対する声かけや後追い、車
への引き込み等に対する自らの安全について
基本的な態度を身につけ、自らの命の安全を
守ることができるよう、巡回指導を行った。
（指導員３名）
　また、交通指導教室を実施することで、交
通ルールのマナーを学ぶことができた。

実

現

度
↑

　学校における食育の推進は、各学校の教育
指導計画に「食に関する指導推進計画」を位
置づけ、子ども達が健康で生き生きとした生
活が送れるよう、各教科や特別活動、総合的
な学習、学校給食等と関連づけて、学校教育
活動全体で取り組んだ。

　家庭との連携を図りながら、食に関する指
導を行い、子ども達が望ましい栄養や、食事
の取り方を理解し、自ら管理していく能力を
身に付けることに努めた。また、食育を通し
て家庭の食環境や基本的な生活習慣の育成を
図った。今後は家庭との連携を更に充実させ
ていきたい。

・食に関する指導
推進計画

・登下校安全指導
員事業

・行橋京都学校給
食会

・校区青少年育成
協議会との連携

・食に関する指導
推進計画

実

現

度
↑

　毎年度当初に小学校１年生及び中学校１年
女子生徒に防犯ブザーを配布し、安全確保に
努めることができた。

　不審者情報を各学校より受信した後、即座
に各学校児童生徒に連絡を行い、安全確保に
努めた。しかし、ホームページの活用はでき
なかった。

　学校給食会等を計画し実施した。（年１
回）
　また、学校給食会で「ちゃんと食べてちゃ
んと生きる」（料理研究家　村上祥子）とい
うテーマで講演会を開催し、健康教育の普及
発展を図った。

　２名の相談員が連携し、教育ホットライ
ン、来室相談、訪問相談を行った。相談体制
が充実してきた。
　また、小学校で相談員による交通指導教室
や防犯教室を開催し、子ども達の安全への意
識を高めることができた。

実

現

度
↑

1
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行橋市教育委員会の自己点検・評価及び外部評価シートⅢ
Ⅲ　教育委員会が管理・執行を教育長に委任する事務

点検・評価
大項目 関係事業名 （教育委員会） 実現度・充実度 （外部評価委員）
評価項目

小項目中項目
点検・評価

4 ○
3

2

1

1 2 3 4
→充実度

4 ○
3

2

1

1 2 3 4
→充実度

4 ○
3

2

1

1 2 3 4
→充実度

4 ○
3

2

1

1 2 3 4
→充実度

4 ○
3

2

1

1 2 3 4
→充実度

4 ○
3

2

1

1 2 3 4
→充実度

4 ○
3

2

1

1 2 3 4
→充実度

4 ○
3

2

1

1 2 3 4
→充実度

・国際交流事業

実

現

度
↑

・英語担当者部会

実

現

度
↑

・中学生夏休み英
語宿泊体験事業

実

現

度
↑

⑴  行橋市ＣＩＲ、ＪＥＴ、市
雇用ＡＬＴを活用し、英語宿泊
体験を実施し、英語を使って話
そうとする生徒の育成をしま
す。

⑵  ヤング国際化セミナーや中
学生国際交流事業（グレイス
チャーチスクール体験事業）へ
の積極的な参加奨励により、英
語会話力の向上を図ります。

３．中学校英語教育の充実を図
り、英語を積極的に話そうとす
る生徒を育成します。

４．中学生夏休み英語宿泊体験
（２泊３日）の実施及び中学生
国際交流事業により、英語を
使って積極的に話そうとする生
徒の育成をします。

⑵  英語担当教員研修会の実施
により、教師の指導力の向上を
図ります。

１．小学校外国語活動の充実に
より、英語に慣れ親しむ子ども
を育成します。

２．小学生夏休み英語教室の実
施において英語に関心の高い子
どもを育てます。

⑴  小学校外国語活動の学級当
たり３５時間の実施により、英
語に興味関心をもち、慣れ親し
む子どもを育成します。

⑴  ＪＥＴ、市単独ＡＬＴの雇
用により、英語教育の充実と自
信をもって英語を話そうとする
生徒を育てます。

⑵  国際理解教育の充実によ
り、異文化理解や英語への関心
を高めます。

⑴  夏休み英語教室を各小学校
４日間、延べ４時間の授業を実
施し、英語に関心が高く、英語
を使って話そうとする子どもを
育てます。

⑵  ネイティブとコミュニケー
ションを通して、英語への関心
を高めます。

・小学校外国語指
導員、中学校ｱｼｽﾀﾝ
ﾄ･ﾗﾝｹﾞｰｼﾞ･ﾃｨｰﾁｬｰ
配置

・夏休み英語教室

・夏休み英語教室

・小学校英語活動
指導員配置事業

・国際理解教育の
推進

　２５名の生徒が参加し、ネイティブとの英
語のやりとりを通して、参加生徒に外国の文
化や習慣等についての知識の深まりや英語を
話そうとする態度が随所に見られた。

　英語教育の現状についての研修会や授業を
取り入れた研修会を実施することで英語科教
員の意識改革につながってきている。

　中学校ＡＬＴが中学校英語科教員と協力し
て、英語への関心が持てるよう指導方法を工
夫することを通して英語を進んで話そうとす
る生徒が増えてきた。

◎国際理解
教育の充実

実

現

度
↑

　日本人３名、外国人１名を小学校英語活動
の指導者として配置し、小学校における英語
教育の充実を図った。

　学校規模によ参加人数は異なるが、全小学
校で約７００名以上の参加者があった。

　日本人英語活動指導員とともに外国人英語
活動指導員及び中学校ＡＬＴがＴＴで授業を
担当することで、ネイティブの発音に触れる
ことができた。

　総合的な学習の時間を活用した授業の充実
を図るように年間指導計画への位置づけを指
導した。

実

現

度
↑

実

現

度
↑

実

現

度
↑

実

現

度
↑

　１０月２６日から１１月３日まで１５名の
生徒が、ニューヨークのグレイス・チャー
チ・スクール（GCS）を訪問し、教育体験及び
異文化交流を行い、進んで英語を話そうとす
る態度が見られた。

1
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（４） 国際化や情報
化社会を生きていく
資質や能力を育てる
教育の推進
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行橋市教育委員会の自己点検・評価及び外部評価シートⅢ
Ⅲ　教育委員会が管理・執行を教育長に委任する事務

点検・評価
大項目 関係事業名 （教育委員会） 実現度・充実度 （外部評価委員）
評価項目

小項目中項目
点検・評価

4

3

2

1 ○
1 2 3 4

→充実度

4 ○
3

2

1

1 2 3 4
→充実度

4 ○
3

2

1

1 2 3 4
→充実度

4 ○
3

2

1

1 2 3 4
→充実度

4

3 ○
2

1

1 2 3 4
→充実度

4 ○
3

2

1

1 2 3 4
→充実度

4 ○
3

2

1

1 2 3 4
→充実度

4

3 ○
2

1

1 2 3 4
→充実度

実

現

度
↑

実

現

度
↑

・豊かな体験活動
推進事業

　人権教育に関する研究大会等へ参加し、教
職員の人権意識の高揚を図るとともに、各学
校で研修内容の報告会を行うことで、人権意
識の共通理解を図ることができた。

　毎月第３月曜日をノーテレビ・ノーゲーム
デーと位置づけ、各学校からの啓発を推進
し、親子のコミュニケーションの高揚を図っ
た。

・ノーテレビ・
ノーゲームデーの
推進

　行橋市人権教育啓発基本計画に則り、就学
前から小・中学校における様々な人権問題に
ついての効果的な人権教育の推進を図るとと
もに、教職員の人権意識の高揚も図られた。

⑵  小・中での系統的・継続的
な指導を通し、人権感覚の育成
を図ります。

実

現

度
↑

実

現

度
↑

実

現

度
↑

実

現

度
↑

実

現

度
↑

　中学校英語クラブの活
動が困難なのであれば、
単にスピーチコンテスト
の参加の奨励とする等、
小項目の設定を見直した
ほうがいいのではない
か。

該当事業なし 　英語スピーチコンテストは実施できなかっ
た。
　今後は、中学生夏休み英語宿泊体験事業か
らスピーチコンテストの実施に取り組みた
い。

実

現

度
↑

 ⑵  ノーテレビ・ノーゲーム
デーを実施し、親子触れ合いの
時間をつくります。

　翻訳ボランティア櫂の会の協力により椿市
小学校の児童との絵画交流が行われ、異文化
理解が深められた。

　教育長と語る会や教育長を囲む会等を通し
て小・中学校のＰＴＡと懇談したことで、
様々な意見を聞くことができた。

　小中学校の道徳や特別活動の年間計画に基
づき、男女共同参画の視点を取り入れた授業
を行った。

　総合的な学習や学校行事等において福祉、
ボランティア活動などを通じて、思いやりの
ある豊かな心を育てることに努めた。

２．家庭での手伝いや地域での
ボランティア活動等、豊かな体
験活動を推進し、思いやりのあ
る豊かな心を育てます。

⑴  豊かな心を育成するための
総合的な学習の時間及び学校行
事の内容の精選を図ります。

・人権教育研修助
成金

⑴  小・中学校「いいとこ」宣
伝運動や学校支援サポーターの
活用を推進し、学校への協力体
制をつくります。

１．豊かな感性を育む人権教育
を推進します。

・行橋市人権教育
研究会、その他人
権教育研修事業

⑴  高齢者問題を中心に幅広い
人権問題を教材化し、学校教育
全体のなかで人権教育を推進す
ることで、子ども達の豊かな感
性や実践力を育みます。

・GCS姉妹校提携事
業

・市P連等との連携

・男女共同参画課
との連携

⑴  学校における男女平等教育
推進計画を策定します。

⑴  中学校英語クラブの活動と
スピーチコンテストの参加の奨
励をします。

⑵  米国の学校との文通や絵画
交流等の国際交流を奨励しま
す。

１．小学校ＰＴＡ連合会との連
携の強化を図ります。

２． 一人一人が認め合い、尊重
し合う男女平等教育の充実を図
ります。

５．英語スピーチコンテストの
参加や英語による文通の奨励に
より、英語力を自ら高めようと
する生徒を育てます。

◎国際理解
教育の充実
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（４） 国際化や情報
化社会を生きていく
資質や能力を育てる
教育の推進

（５）人間尊重の精
神を育成する人権教
育の推進

（６） 規範意識や基
本的生活習慣の育成
を図る家庭教育の充
実
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行橋市教育委員会の自己点検・評価及び外部評価シートⅢ
Ⅲ　教育委員会が管理・執行を教育長に委任する事務

点検・評価
大項目 関係事業名 （教育委員会） 実現度・充実度 （外部評価委員）
評価項目

小項目中項目
点検・評価

4 ○
3

2

1

1 2 3 4
→充実度

4 ○
3

2

1

1 2 3 4

→充実度

4 ○
3

2

1

1 2 3 4
→充実度

4 ○
3

2

1

1 2 3 4
→充実度

4 ○
3

2

1

1 2 3 4
→充実度

4 ○
3

2

1

1 2 3 4
→充実度

4 ○
3

2

1

1 2 3 4
→充実度

4 ○
3

2

1

1 2 3 4
→充実度

　研究指定校のテーマを記
載したほうがいいのではな
か。

実

現

度
↑

実

現

度
↑

実

現

度
↑

実

現

度
↑

・行橋京都教育研
究所事業

　教職員の資質向上を図るため、５名の長期
研修員がテーマを決め、１年間実践を通して
研究を深めるとともに、研究内容を他教職員
に広めるなど、一定の成果があった。

実

現

度
↑

　確かな学力や児童・生徒の「生きる力」を
育むために教材や領域を決め、研究を深め、
指導力の向上を図った。
　研究指定校は、小学校１校、中学校１校
で、研究内容の発表を行った。
　椿市小学校「読む力を育てる国語」
　長峡中学校「基礎基本の定着」

１．教師の指導力の向上を図
り、「確かな学力の向上」を推
進します。

⑴  初任者研修及び教職経験１
年経過教員研修を実施し、若年
教師の指導力の向上を図りま
す。

⑵  道徳教育や情報教育、図書
館教育の担当者、生徒指導主事
等の研修及び教務主任・主幹教
諭等の研修を実施し、教師の資
質の向上を図ります。

実

現

度
↑

実

現

度
↑

実

現

度
↑

　毎月１回定例の校長会を実施し、国や県の
動向、管内の状況等を知らせることで、共通
理解を図った。
　また、服務の適正化については、校長ヒア
リング等を実施し、厳しく指導するよう徹底
を図った。

　教師としての専門性を高めるため、小・中
学校教育研修会を通して教師の資質の向上を
図った。

・教職員研修事業

・小中学校教育研
修会補助金、サー
クル等育成支援事
業

・校長会等におけ
る指導

　道徳教育や情報教育、図書館教育の担当
者、生徒指導主事等の研修及び教務主任、主
幹教諭等の研修を実施し、教師の資質の向上
を図った。

２．家庭での手伝いや地域での
ボランティア活動等、豊かな体
験活動を推進し、思いやりのあ
る豊かな心を育てます。

⑴  児童生徒の学校での状況を
発信し、家庭・地域の協力を依
頼します。

⑶　教職員の服務の適正化に努
めます。

３．善悪の判断や時間やきまり
を守ること、整理整頓等の大切
さを日常的に指導し、規範意識
を育てます。

⑵  学校の状況を家庭・地域に
発信し、協力を呼びかけます。

⑴　教職員の指導力を高め、資
質の向上を図るため、市独自の
研究指定委嘱や教育研究所等の
教育研究の充実に努めます。

　初任者研修及び教職経験１年経過教員研修
を実施し、若年教師の指導力向上を図った。
また、夏季休業中に小中学校の教職員全体研
修を２回実施し、教師の力量の向上に繋っ
た。

　「心のノート」を活用したり体験活動を重
視した指導を行うことで、道徳の時間の指導
の充実を図った。
　稗田小学校の道徳教育への取り組みを他の
学校へ紹介し、道徳教育における規範意識の
向上に努めた。

・道徳教育の充実
・規範意識の向上
に向けた家庭への
PR

・教職員研修事業

・学校応援事業

・行橋市研究指定
委嘱事業

⑵　小・中学校教育研修会及び
教育研究団体等を通じて、自主
的・主体的な教育研究を奨励
し、その援助に努めます。

　父親委員会や校区ボランティアの協力によ
り子ども１１０番の家庭が増えたり登下校指
導や学校環境整備等の充実が図られた。

1
 
学
校
教
育
に
お
け
る
重
点
施
策

（６） 規範意識や基
本的生活習慣の育成
を図る家庭教育の充
実

（７） 信頼される学
校づくりの推進

２．教職員の服務の適正化を図
ります。
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行橋市教育委員会の自己点検・評価及び外部評価シートⅢ
Ⅲ　教育委員会が管理・執行を教育長に委任する事務

点検・評価
大項目 関係事業名 （教育委員会） 実現度・充実度 （外部評価委員）
評価項目

小項目中項目
点検・評価

4 ○
3

2

1

1 2 3 4
→充実度

4 ○
3

2

1

1 2 3 4
→充実度

4 ○
3

2

1

1 2 3 4
→充実度

4 ○
3

2

1

1 2 3 4
→充実度

4 ○
3

2

1

1 2 3 4
→充実度

4 ○
3

2

1

1 2 3 4
→充実度

4 ○
3

2

1

1 2 3 4
→充実度

4 ○
3

2

1

1 2 3 4
→充実度

実

現

度
↑

実

現

度
↑

実

現

度
↑

実

現

度
↑

実

現

度
↑

　大人とともに学習することを通して大人の
学ぶ姿勢や生き方について触れることができ
た。

・市民聴講生制度

⑵  地域と連携した特色ある学
校づくりを推進します。
①　地域のひと・もの・ことを
活用し、教育内容を充実しま
す。

⑴  地域に教育活動の情報提供
をするとともに、学校の自己点
検・自己評価、その結果の公表
を行い、地域への説明責任・結
果責任を果たし、地域に信頼さ
れる学校づくりに努めます。

・特色ある学校づ
くりの推進

　学校行事、総合的な学習の時間等にゲスト
ティチャーの協力を得たり、地域の自然を活
用した取り組みをすることにより、教育活動
の充実が図られた。

・学校通信・学校
HPによる情報発信
の充実、学校評議
員制度、学校評価

　各学校の通信やHPによる情報が発信され、
特色ある学校づくりが紹介されていた。
　各学校とも年３回程度学校評議員会を行
い、意見を聴きながら学校経営に生かすこと
ができた。

・行橋市教育推進
協議会の開催

⑵  生涯学習の学びの場を提供
することで、高齢者等の生きが
いづくりをするとともに、共に
学ぶことで子どもの学習意欲を
高めます。

⑵  確かな学力や豊かな心をも
ち、２１世紀を逞しく生きる子
どもの育成に生かします。

⑷　職務の改善・充実と自らの
資質・能力の向上を図る人事評
価の充実を図ります。

　年３回の教育推進協議会の開催により小中
一貫教育について話し合い、今後の教育行政
に生かすことができた。

　中学校の生活や学習の理解を小学生に知ら
せること及び中１ギャップの解消のために中
学校のよさをアピールすることで､地域の中学
校のよさが見直された。

　学校の業績評価と個々の教職員の自己評価
を作成させることによって、教職員の職務の
改善と資質の向上を図ることができた。

実

現

度
↑

実

現

度
↑

　生徒とともに学ぶ場を共有し、相互に学び
合うことを通して、教育の在り方や子どもの
再発見及び家庭・地域での指導の在り方につ
いて考えることができた。

　年３回の教育推進協議会の開催により市教
育委員会の現状について話し合い、今後の教
育行政に生かすことができた。

・行橋市教育推進
協議会の開催

５．市民聴講制度等を実施し、
開かれた学校づくりを推進する
とともに、市民への生涯学習の
場を提供します。

②　中学校のよさを保護者や小
学校に公開し、中学校の理解と
中学校生活への意欲を高めま
す。（出前授業や学校行事への
参加等）

・特色ある学校づ
くりの推進

⑴  いじめ・不登校等、生徒指
導上の諸課題の解決に生かしま
す。

　学校評価について、各学
校が独自の項目で実施し、
その結果を学校通信やＨＰ
で公表していることが確認
できた。この事業が着実に
実施されている。

⑴  市民聴講生と児童生徒がと
もに生活する場を共有すること
で、児童生徒の社会性や思いや
り、大人に対する尊敬の念を育
てます。

・市民聴講生制度

・市町村立学校人
事評価

実

現

度
↑

1
 
学
校
教
育
に
お
け
る
重
点
施
策

３．地域との連携や学校評価の
充実で、信頼される学校づくり
を目指します。

４．行橋市教育推進協議会を設
置し、小・中学校の教育上の課
題について協議し、教育の充実
に役立てます。

（７） 信頼される学
校づくりの推進
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行橋市教育委員会の自己点検・評価及び外部評価シートⅢ
Ⅲ　教育委員会が管理・執行を教育長に委任する事務

点検・評価
大項目 関係事業名 （教育委員会） 実現度・充実度 （外部評価委員）
評価項目

小項目中項目
点検・評価

4

3 ○
2

1

1 2 3 4

→充実度

4 ○
3

2

1

1 2 3 4
→充実度

4 ○
3

2

1

1 2 3 4
→充実度

4 ○
3

2

1

1 2 3 4
→充実度

4 ○
3

2

1

1 2 3 4
→充実度

4 ○
3

2

1

1 2 3 4
→充実度

4 ○
3

2

1

1 2 3 4
→充実度

　よく評価できている。特
に耐震改修事業は重要であ
り、この評価を見ると安心
できる。

実

現

度
↑

２．各学校の状況に合わせて、
少人数学級等を実施するなど、
余裕教室の活用を推進します。

　年次計画どおり実施した。
○耐震化工事　　　泉小
○耐震化評価取得　延永小、稗田小、
　　　　　　　　　蓑島小
○耐震化実施設計　延永小、稗田小、
　　　　　　　　　蓑島小
○耐震診断委託　　仲津小、南小、椿市小

⑵「耐震化事業」
平成２８年度までの「学校耐震
化計画」に基づき、学校施設の
耐震化を図ります。

・小中学校耐震改
修事業

⑴「公立学校施設整備計画」
平成２２年度に調査を実施しま
したので､平成２３年度に於い
て、その調査結果をもとに、年
度計画を作成し、整備計画の目
的・方針・優先順位・予算の平
準化等の検討を行います。

・余裕教室の活用
促進の指導

　余裕教室については、習熟度別学習やコー
ス別学習、班学習等多彩な学習形態を取り入
れた授業や児童会・生徒会の話し合い活動、
総合的な学習における体験活動等、教育活動
や特別支援教室として、また、児童・生徒の
学力向上のための「放課後教室」としても活
用している。

⑷「トイレ環境整備」
校内の環境整備を図るため、ト
イレ内の便器や排水管の清掃を
行います。

・小中学校トイレ
尿石除去清掃委託

⑶「校舎等の増築改修事業」
就学児童の人口増加に伴い、今
川小学校の校舎増築工事を行い
ます。

・今川小学校校舎
増築事業

　増築工事を完了し、児童数の増加に伴う教
室不足を解消できた。

・公立学校施設整
備計画
・学校施設の修繕
工事

　年次計画に基づき、小学校2,100セット、中
学校1,017セットの教室用机椅子を更新した。
　児童生徒の学習環境の向上を図ることがで
きた。

実

現

度
↑

実

現

度
↑

実

現

度
↑

⑸「教室内の環境整備」
学校備品については、随時更新
は行っていますが、老朽化した
ものが多く、随時更新していく
必要があります。平成２３、２
４年度の２ヵ年で、児童生徒が
使用する机・椅子をすべて更新
します。

・教室用机椅子購
入事業（再編交付
金事業）

・小中学校ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ
配置事業

　小学校10校、中学校5校のトイレ尿石除去を
実施した。
　トイレの臭いが軽減でき、学校からも好評
だった。

　計画を基に「トイレ整備計画」、「空調整
備計画」、「屋上防水計画」等の各個別計画
の優先順位、予算規模、実施時期等について
協議を行った。
　また、学校施設の修繕・工事は、危険な箇
所から優先的に修繕・工事を行い、危険箇所
の改善及び児童生徒の安全確保に努めた。

実

現

度
↑

　コンピューターが苦手な教師のための研修
会を実施したことで、苦手意識を克服するこ
とができた。
　各学校のホームページの更新により地域へ
の情報提供をすることができた。

実

現

度
↑

実

現

度
↑

1
 
学
校
教
育
に
お
け
る
重
点
施
策

（８）快適な教育環
境をめざす教育施設
の整備・充実

１． 学習指導要領の全面実施に
向け、また、多様な学習活動に
対応できる安全な学校施設・備
品の整備に取り組み、安全かつ
快適な教育環境づくりに努めま
す。

３．情報化時代に対応した情報
教育を推進するため、情報教育
関連の施設・設備の充実を図り
ます。
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行橋市教育委員会の自己点検・評価及び外部評価シートⅢ
Ⅲ　教育委員会が管理・執行を教育長に委任する事務

点検・評価
大項目 関係事業名 （教育委員会） 実現度・充実度 （外部評価委員）
評価項目

小項目中項目
点検・評価

4 ○
3

2

1

1 2 3 4
→充実度

4

3 ○
2

1

1 2 3 4
→充実度

4 ○
3

2

1

1 2 3 4
→充実度

4 ○
3

2

1

1 2 3 4
→充実度

　読書ボランティア事業や小学生読書リー
ダー事業等により、市立図書館と連携を図る
ことができた。
　今後は、学校図書館のﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ化に伴う連
携が課題であり、協議を進めている。

　小学校800万円、中学校600万円の予算によ
り、図書の整備を行った。平成24年度からの
図書のﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ化に向け、図書整理基準及び
図書廃棄基準を作成し、これに沿って古い図
書の廃棄を行った。
　また、古くなった閲覧用机椅子の更新を
行った。

実

現

度
↑

実

現

度
↑

６．安心・安全でおいしい学校
給食を安定的に提供する学校給
食センターの建設に努めます。

⑴　学校給食は、現在、京築広
域市町村圏事務組合において、
みやこ町と共同で運営を行って
いますが、現在の学校給食セン
ターの老朽化により、平成２１
年度より建替えに向けた作業を
行っています。平成２２年度に
作成した基本設計を基に、平成
２３年度は、実施設計に取り組
むとともに建設用地の確保に着
手します。

⑴　「行橋市子ども読書推進計
画」を推進するため、学校図書
室の整備・充実を図ります。平
成２３年度は、市立小・中学校
の学校図書室の備品等の整備を
行います。

５．校外活動の充実のため、施
設・備品の整備に努めます。

⑴　学校備品については、老朽
化したものが多く、更新してい
く必要があります。平成２３年
度については、市の重点化枠を
活用し、吹奏楽、鼓笛隊の活動
を支援するため、楽器の更新、
修繕を行います。

・学校図書館図書
費
・学校図書館用机
椅子等購入事業

実

現

度
↑

・校外活動用楽器
整備事業

　行橋北小学校鼓笛隊及び行橋中学校ブラス
バンド部の楽器を更新することができた。
　青少年育成協議会パレードや夏祭り等での
演奏を通じて、地域と学校を結ぶ役割を果た
すとともに、児童生徒の心豊かな活力の育成
を図ることができた。

実

現

度
↑

　新センターの建設用地を確保することがで
きた。
　また、新センター建設に係る実施設計を行
い、施設規模、厨房機器等の細部にわたる設
計が完了した。設計にあたり、学校給食セン
ター建設委員会を2回開催し、設計に関する意
見を伺った。

・市立図書館との
連携事業

・学校給食セン
ター建設事業

1
 
学
校
教
育
に
お
け
る
重
点
施
策

（８）快適な教育環
境をめざす教育施設
の整備・充実

４．児童・生徒の学習や読書に
対する意欲を高めるため、図書
室の整備や機能の充実に努め、
図書館教育を推進します。
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行橋市教育委員会の自己点検・評価及び外部評価シートⅢ
Ⅲ　教育委員会が管理・執行を教育長に委任する事務
評価項目 点検・評価
大項目 中項目 関係事業名 （教育委員会） 実現度・充実度 （外部評価委員）

4 〇
3

2

1

1 2 3 4
→充実度

4 〇
3

2

1

1 2 3 4
→充実度

4 〇 ●
3

2

1

1 2 3 4
→充実度

4 〇
3

2

1

1 2 3 4
→充実度

4 〇
3

2

1

1 2 3 4

→充実度

4 〇
3

2

1

1 2 3 4
→充実度

２
　
生
涯
学
習
に
お
け
る
重
点
施
策

　習字ボランティアの方
が、小学校へ行くことが楽
しみで、子ども達から活力
をもらっていると話を聞い
た。限られた予算で努力し
て充実した事業を実施して
いるので、もっと良い評価
ができると考える。

小項目

⑴　出会い、ふれあい、学びあ
える場として、市民の利用促進
を図ります。

２．校区公民館を地域における
生涯学習活動、地域づくりに活
かします。

３．公民館が地域情報の発信基
地となるように努めます。

　市民大学講座は、前期「歴史ロマン探訪講
座」、「いきいきゆくはしセミナー」の2講座
で70名の参加、後期「歴史ロマン探訪講座」
「すこやかライフ講座」「男の美学・女の美
学講座」で90名が参加した。マンネリ化を防
ぐため内容についてニーズ調査を実施し充実
を図っている。

実

現

度
↑

実

現

度
↑

・中央公民館利用
促進

・校区公民館利用
促進

実

現

度
↑

　生涯学習支援の中心的役割を果たす公民館
を目指すことを運営目標に立て利用促進を
図った。　行橋市中央公民館で年間1,928回、
延べ41,761人　行橋駅分館で年間1,586回、延
べ18,628人の利用があった。

・行橋市市民大学
講座
　

・こども講座
・女性学級

　書道講座、ものづくり講座（折り紙）をそ
れぞれ８回開催し、合計で113名の参加があ
り、小学校や児童クラブ（学習支援活動）、
福祉施設等へのボランティア活動を行った。
なかでも、習字のボランティア活動は、年間
６１回（小学校）の派遣を数え、延704人の参
加があった。

　各11校区で　校区老人会延379回、6,368人
校区子ども会青少年団体延166回、4,332人
校区区長会延190回、3,852人　その他各種講
座、サークル活動等延7,656回、88,151人と多
くの利用があった。
　校区公民館の職員が、学ぶ意欲のある住民
からの問い合わせに各種講座等の情報を積極
的にＰＲした。

点検・評価

　行橋市中央公民館外11公民館で行橋市のイ
ントラネットを通じて各種の情報を伝えた。
　高齢者にも情報端末を操作しやすいように
工夫することが課題である。

（１）情報化とライフスタイルに
対応した生涯学習の推進

⑵　市民の学習ニーズに応える
よう、市民大学講座の充実を図
ります。

実

現

度
↑

実

現

度
↑

１．行橋市中央公民館を公民館
活動の中核と位置づけ、各種講
座の企画・運営に努め、生涯学
習事業を推進します。

・高齢者はつらつ
活動拠点事業

⑴　行橋市中央公民館外１１公
民館で、行橋市のイントラネッ
トを通じて各種情報提供を推進
します。

実

現

度
↑

・校区公民館からの呼びかけに応じ、子ども
講座・女性学級ともに11校区公民館すべてで
開催され、地域力の強化につながっている。

⑶　高齢者の豊かな経験や知識
を生かした社会活動への参加促
進を図ります。

⑴　地域における生涯学習活動
として、公民館主催で「子ども
講座」、「女性学級」等の活動
を推進します。

⑵　校区諸団体や、自主学習グ
ループ等の利用促進を図りま
す。

・公民館から設置
されているＰＣか
らの情報提供

　校区公民館・各種講座の
利用促進のための環境づく
りとして、住民からの問い
合わせに積極的に情報提供
し、利用者の増加に繋がっ
たのであれば、それを点
検・評価欄に記載したほう
がいいのではないか。
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行橋市教育委員会の自己点検・評価及び外部評価シートⅢ
Ⅲ　教育委員会が管理・執行を教育長に委任する事務
評価項目 点検・評価
大項目 中項目 関係事業名 （教育委員会） 実現度・充実度 （外部評価委員）小項目

点検・評価

4 〇
3

2

1

1 2 3 4
→充実度

4 〇
3

2

1

1 2 3 4
→充実度

4 〇
3

2

1

1 2 3 4
→充実度

4 〇
3

2

1

1 2 3 4
→充実度

4 〇
3

2

1

1 2 3 4
→充実度

4 〇
3

2

1

1 2 3 4
→充実度

実

現

度
↑

２
　
生
涯
学
習
に
お
け
る
重
点
施
策

１．地域の教育力の向上を図る
ため、指導者の養成や各種団体
の活性化に努めます。

３．青少年の学校外活動の推進
を図る。

⑴　校区公民館主催で様々な
テーマを掲げた子ども講座を開
催し、学校外活動の推進に努め
ます。

⑵　「少年の船」実行委員会に
よる小・中学生を対象にした平
和学習や体験学習の事業推進の
支援に努めます。

　行橋市子ども会育成連合会では、子ども会
組織１１団体が活動しており、次代を担う
リーダーの育成を図るための指導、助言を
行った。

・女性学級

　子ども講座は各11校区公民館で、延127回
３,１４３人の参加があり、様々なテーマで取
り組み、学校外活動の推進に努めた。

・子ども講座

２．行橋市青少年育成市民会議
を核に、関係団体と連携を図
り、青少年の健全育成を図りま
す。

⑴ アンビシャス広場事業の推進
に努めます。

（２）地域の教育力向上と次代を
拓く青少年の育成

５．家庭の教育力向上を図るた
め、家庭教育の支援と振興に努
めます。

⑴　校区公民館で「女性学級」
を開催し、家庭や地域での様々
なテーマについて学習する機会
の提供に努めます。

　少年の船実行委員会を組織して毎年小・中
学生を対象に平和学習や体験学習をを実施し
ている。平成２３年度は団員53人、指導員15
人で実施した。

実

現

度
↑

実

現

度
↑

　青少年育成に関する市内２２団体と連携
し、啓発活動や青少年の指導を実施した。街
頭補導、声かけ運動、乗車マナー運動を実施
し、非行防止に努めた。

実

現

度
↑

実

現

度
↑

　２３年度は、３校区で体験活動として木工
工作や餅つきや地引網等を実施した。多くの
参加があり、子どもから大人までみんなで楽
しめる内容であった。

・行橋市子ども会
育成連合会

⑴　行橋市子供会育成連合会や
各種団体を支援し、次代を担う
リーダーの育成を図ります。

⑴　青少年育成に関する諸団体
と連携し、啓発活動や青少年の
指導、街頭補導、夜間補導等を
実施し、非行防止に努めます。

・行橋青少年派遣
事業

・行橋市青少年育
成市民会議

　世話役の人が少なくなっ
てきた等の課題があるとは
思うが、この活動が３校区
からもっと増えていけば、
地域の人が活躍できる場が
増えるを思う。

４．放課後や休日に子ども達が
気軽に立ち寄り、集うことがで
きる場の提供を図ります。

　女性学級は各１１校区公民館に１１学級あ
り、各種のテーマを掲げ活動を行い、全体で
延べ１２０回２,１４８名が参加した。
　地域との交流をさらに深めるためにも、新
規者（特に若い世代）の女性の参加が課題で
ある。

・アンビシャス活
動

実

現

度
↑
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行橋市教育委員会の自己点検・評価及び外部評価シートⅢ
Ⅲ　教育委員会が管理・執行を教育長に委任する事務
評価項目 点検・評価
大項目 中項目 関係事業名 （教育委員会） 実現度・充実度 （外部評価委員）小項目

点検・評価

4

3 〇
2

1

1 2 3 4
→充実度

4 〇
3

2

1

1 2 3 4
→充実度

4 〇
3

2

1

1 2 3 4
→充実度

4 〇
3

2

1

1 2 3 4
→充実度

4 〇
3

2

1

1 2 3 4
→充実度

4 〇
3

2

1

1 2 3 4
→充実度

4 〇
3

2

1

1 2 3 4
→充実度

２
　
生
涯
学
習
に
お
け
る
重
点
施
策 （４）地域スポーツへの参加によ

る健康、生きがいづくりの推進
・各種競技団体へ
の支援

・人権週間記念事
業

・人権講座

　スポーツ指導者、ボランティアの育成支援
を行うとともに、行橋市の軟式野球連盟他21
団体へ体育・スポーツ支援、普及および振興
を図った。

１．体育、スポーツ、レクリ
エーション活動の普及と振興を
図り、明るく豊かな地域社会づ
くりに努めます。

⑴　行橋市の各種競技団体へ体
育、スポーツの普及振興を図り
ます。

２．「スポーツフェスタinゆく
はし」を開催し、市民がスポー
ツの楽しさ・喜びを体験できる
ように努めます。

３．市民の幅広いニーズに対応
するため、指導者の養成に努
め、市民の健康増進を図りま
す。

⑵　行橋市体育協会と連携して
各種競技大会を開催し、市民参
加のスポーツの振興と普及に努
めます。

（３）市民参加による人権教育の
充実

１．市民の人権意識の高揚に努
めます。

⑴　校区公民館主催で「人権講
座」を開催し、様々なテーマで
人権問題を取り上げ、市民の人
権意識の高揚を図ります。

⑴　行橋市人権男女共同参画課
と「人権を考える市民の集い」
等人権週間記念事業の推進に努
めます。

・市民体育施設や
体育施設の有効活
用

２．市長部局や関係諸団体等と
の連携により、人権教育の推進
に努めます。

・スポーツフェス
タ
inゆくはし開催事
業

・行橋市体育協会
との連携事業

・行橋市体育指導
員活動

４．利用しやすい施設を目指
し、体育施設の有効活用に努め
ます。

⑴　行橋市民体育館や体育施設
について、幼児から高齢者ま
で、だれもが安全で利用しやす
い施設を目指すと共に体育施設
の有効活用に努めます。

⑴　「スポーツでひとつに結ぶ
行橋市」をテーマに従来の市民
体育祭に代わる大会として、広
く市民にスポーツに関心を持て
るよう努めます。

⑴　行橋市体育指導委員の資質
の向上を支援し、地域スポーツ
大会補助、審判や実技指導など
により、市民の健康増進に努め
ます。

　人権男女共同参画課と教育委員会で人権週
間記念事業を2回開催した。7月の人権・同和
問題啓発協調月間記念事業には３００人、12
月の人権週間記念事業に３１５人参加した。

　行橋市体育協会では、年間５５事業を行橋
市教育委員会と主催または共催で事業展開し
た。
　また、23年度より体育協会の事務所を市役
所体育係内に移動したため、両者の連携が強
化された。

実

現

度
↑

実

現

度
↑

　誰もが安全で利用しやすい施設を目指し、
体育施設の指定管理者と協議をしながら維持
管理を実施し、平成23年度は体育館の照明改
修工事を行った。

　「スポーツフェスタinゆくはし」はニュー
スポーツを取り入れることで、日頃スポーツ
になじみのない人が、気軽に参加できるよう
になり５５０名の参加があった。

　体育指導委員は、地域のスポーツ大会など
に実技指導や審判に出向いたり、学校に出向
き子供の体力向上を支援し好評を得た。ま
た、各種指導者研修に参加して資質の向上を
図った。
　体育指導員のなかの若いリーダーの育成が
今後の課題である。

実

現

度
↑

実

現

度
↑

実

現

度
↑

実

現

度
↑

実

現

度
↑

　人権講座は各校区公民館で開催し、人権に
関する８つのテーマで取り組み,全体で59
回,2,337人が受講した。広く多くの方が参加
してもらうことが今後の課題である。

　参加者が固定化してき
て、参加人数も伸びていな
いということであれば、講
座の内容の工夫が望まれ
る。
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行橋市教育委員会の自己点検・評価及び外部評価シートⅢ
Ⅲ　教育委員会が管理・執行を教育長に委任する事務
評価項目 点検・評価
大項目 中項目 関係事業名 （教育委員会） 実現度・充実度 （外部評価委員）

4 ○
3

2

1

1 2 3 4
→充実度

4

3 ○
2

1

1 2 3 4
→充実度

4 ○
3

2

1

1 2 3 4
→充実度

4 ○
3

2

1

1 2 3 4
→充実度

4 ○
3

2

1

1 2 3 4
→充実度

4 ○
3

2

1

1 2 3 4
→充実度

4

3 ○
2

1

1 2 3 4
→充実度

⑴　行橋市文化協会はじめ、文
化芸術団体の育成と連携を図
り、活動を支援します。

⑴　市内すべての児童生徒が芸
術を鑑賞する機会を得られるよ
うに配慮します。

⑴　行橋市複合文化施設コスメ
イト行橋が地域の芸術文化活動
の中核となる文化施設として機
能するように積極的な運営を図
ります。

⑵　市民が気軽に作品を発表、
鑑賞できる場として行橋赤レン
ガ館のギャラリーの利用を促進
します。

小項目

⑴　市民の文化芸術活動の発表
と鑑賞、交流を図るため市民に
親しまれる市民文化祭を開催し
ます。

⑵　文化活動を活かした地域づ
くりを進めるため校区文化祭の
開催を支援します。

１．市民が文化に親しみ、新し
い地域文化を創造できるように
支援します。

⑶　地域の芸術文化の向上と活
発な創作活動の促進のために行
橋市美術展覧会を開催します。

美術展覧会

文化振興事業補助
金

３．子どもたちの豊かな感性を
育むため、児童・生徒に芸術鑑
賞の機会を提供します。

文化協会補助金

市民文化祭

5月に開催した美術展覧会では、日本画・洋
画・陶芸・写真・書の5部門で作品を公募して
展示点数249点、延入場者数1,711人であっ
た。1月には会員の作品を展示する代表作家展
を開催。作品発表と鑑賞の場を作ることによ
り、地域の文化向上を図った。

19部門、86団体（1,631人）が会員として加
入。市民文化祭の開催、京築ふるさと文化祭
への参加、文化協会会報の発行、文化事業の
後援などにより、文化団体の自主的な活動を
支援した。
　しかし、前年度に比べ会員数が減少した。

実

現

度
↑

　
　文化団体の育成や子ども
に対する芸術鑑賞の機会の
提供という取組は、魅力あ
るゆくはしの文化の発信に
大変貢献していることが認
められる。団体会員数の減
少や、演目の固定化につい
ては次年度以降の課題とし
て対応していただきたい。

建物を文化財として公開するとともに、作品
発表の場として活用することができた。作品
展示等の行事は30件、延206日の利用だった。
行橋赤レンガ館の認知度も年々増し、平成23
年度の来館者数は9,786人であった。

点検・評価

第41回行橋市民文化祭を開催。作品展示、ス
テージ発表など20部門で2,700人が参加し、約
7,700人の入場者数であった。特に開会式では
異なる部門によるコラボレーションのステー
ジを創作し、披露することができた。

10校区でそれぞれ校区文化祭が開催され、住
民に発表、鑑賞の場を提供するとともに、文
化活動を通じた地域の活性化を図ることがで
きた。今後は行橋校区での開催が課題であ
る。

実

現

度
↑

実

現

度
↑

実

現

度
↑

実

現

度
↑

実

現

度
↑

実

現

度
↑

２．文化団体の育成に努め、芸
術文化活動の活性化を図りま
す。

４．文化施設の整備を図り、市
民が芸術文化を鑑賞・発表、交
流の場の充実に努めます。

文化公演事業 全小中学校において地元で活動する音楽、芸
能団体による公演を実施。平成23年度は和太
鼓、洋楽、邦楽、民謡三味線、能楽の5団体。
学校を会場として実施することで、すべての
児童生徒に芸術鑑賞の機会を提供できた。
　演目が固定化してきている課題があり、今
後は演目を増やす等の改善を図って行きた
い。

旧百三十銀行管理

複合文化施設管理
複合文化施設整備

（財）行橋市文化振興公社を指定管理者とし
て管理運営を委託し、効率的に管理運営を図
ることができた。また、ホール照明や空調設
備について改修を行い、計画的に施設の整備
を実施している。
　利用状況は、主に行橋音楽協会や市民吹奏
楽団の演奏会、市民文化祭、また地元カラオ
ケ団体やピアノ教室等の発表会、さらに公社
自主事業として文化公演や映画会が開催さ
れ、平成23年度の利用件数は約160件を数え
る。

（１）市民に親しまれる新しい文
化の創造
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行橋市教育委員会の自己点検・評価及び外部評価シートⅢ
Ⅲ　教育委員会が管理・執行を教育長に委任する事務
評価項目 点検・評価
大項目 中項目 関係事業名 （教育委員会） 実現度・充実度 （外部評価委員）小項目

点検・評価

4 ●
3 ○
2

1

1 2 3 4
→充実度

4

3 ○
2

1

1 2 3 4
→充実度

4 ○

3

2

1

1 2 3 4
→充実度

4

3 ○
2

1

1 2 3 4
→充実度

4 ○
3

2

1

1 2 3 4
→充実度

4 ○
3

2

1

1 2 3 4
→充実度

4 ○
3

2

1

1 2 3 4
→充実度

⑵　リファレンスなど図書館利
用者に対するサービスの向上に
努めます。

⑶　行橋市子ども読書活動推進
計画に沿って、幼少期の読書に
親しむ契機としてブックスター
ト事業を実施します。

⑴　市民の多様なニーズに応え
られるように図書資料の充実を
図ります。

･御所ヶ谷史跡自然
公園整備事業

・守田蓑洲旧居保
存整備事業

読書活動推進事業 平成23年6月から4ヶ月児健診の対象者に対し
てブックスタート事業を開始した。健診受診
者に対して市民ボランティアによる読み聞か
せを行い476人に本の手渡しをすることができ
た。

複合文化施設管理
移動図書館車更新

複合文化施設管理
図書館活性化事業

市内の文化財の整備の取組みを順次行ってい
るが、２３年度については御所ヶ谷史跡自然
公園の整備基本設計を作成するとともに、守
田蓑洲旧居の保存整備工事に着手することが
できた。

利用者からのリクエストに応えるとともに、
郷土資料、児童書に重点をおいて計画的に蔵
書の充実に努めている。平成23年度は行橋市
史編纂時の資料整理を実施して郷土資料とし
ての活用につなげることができた。

　市史編纂時の資料整理に
重点を置いて、日常業務が
手薄になったと評価してい
るようだが、整理により図
書資料の充実が図れたので
あれば、本項目の評価は高
くてもいいのではないか。

･文化財案内板整備
事業

　市内の5箇所に文化財の説明板や案内標識を
設置した。これによって当該文化財を訪れる
人の利便性と文化財への理解を深めることが
可能になった。

実

現

度
↑

実

現

度
↑

実

現

度
↑

実

現

度
↑

実

現

度
↑

図書館利用者数は106,276人（うちBMは11,401
人）で貸出冊数は474,763冊（うちBMは24,011
冊）である。研修への参加により図書館司書
の技能向上を図った。また、移動図書館車の
更新により利用者の利便性を確保することが
できた。

⑴　市内に多数ある文化財を整
備し歴史と個性を感じることが
できる地域を創出します。

⑵　来訪者が文化財に親しみ、
理解を深めることができるよう
に文化財や史跡の案内サインを
整備します。

⑴　行橋市歴史資料館で、特別
展・企画展などの展示活動を活
発に展開し、市民の歴史や文化
に対する関心を高めます。

⑵　市内の文化財や発掘調査さ
れた遺跡の情報を積極的に発信
し、市民への情報提供と市のＰ
Ｒを図ります。

・特別展・企画展 　特別展「弥生時代の下稗田村」、企画展
「周防灘沿岸の掩体壕と戦争遺跡」、「京築
地域の近世書家」を開催し、3つの展示会で
9,398人の観覧者があり、本市の歴史や文化に
関して多くの方々に理解を深めていただくこ
とができた。

実

現

度
↑

・文化財発掘調査
報告書の刊行

・「ゆくはし屋根
のない博物館ガイ
ドブック」改訂版
の作成

　これまで発掘調査してきた遺跡の発掘調査
報告書を5冊を刊行し、公共機関、図書館など
に配布することで、調査の成果の公開がはか
られた。
　「ゆくはし屋根のない博物館ガイドブッ
ク」の改訂版を作成し、身近な地域の歴史や
文化財の情報提供が充実した。

実

現

度
↑

２．歴史や文化財の情報を積極
的に発信し、広く本市のＰＲを
図るとともに市民の歴史や文化
に対する関心を高め、地域への
誇りや愛着心の醸成に努めま
す。

５．図書館の整備を図るととも
に図書館資料やサービスの充実
に努め、市民の読書活動を支援
します。

１．歴史や文化に親しめる史跡
の整備を進め、個性と魅力ある
まちづくりを推進します。

（２）歴史や文化財を活かしたま
ちづくり

（１）市民に親しまれる新しい文
化の創造
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行橋市教育委員会の自己点検・評価及び外部評価シートⅢ
Ⅲ　教育委員会が管理・執行を教育長に委任する事務
評価項目 点検・評価
大項目 中項目 関係事業名 （教育委員会） 実現度・充実度 （外部評価委員）小項目

点検・評価

4 ○
3

2

1

1 2 3 4
→充実度

4

3 ○
2

1

1 2 3 4
→充実度

4

3 ○
2

1

1 2 3 4
→充実度

4

3 ○
2

1

1 2 3 4
→充実度

4 ○
3

2

1

1 2 3 4
→充実度

4 ○
3

2

1

1 2 3 4
→充実度

⑴　史跡御所ヶ谷神籠石整備指
導委員会を設け、適切、有効な
整備方針を定め、御所ヶ谷史跡
自然公園事業を推進します。

４．守田蓑洲旧居の保存整備を
進め、周辺の史跡と合わせて沓
尾地域の歴史遺産の一体的活用
を図ります。

⑴　市指定史跡守田蓑洲旧居の
修復工事を行い、長期的な保存
と活用を図ります。

実

現

度
↑

・御所ヶ谷史跡自
然公園整備事業

　それぞれの分野専門家からなる史跡御所ヶ
谷整備指導委員会を４回開催し、それに基づ
き、史跡御所ヶ谷神籠石整備基本設計報告書
を作成した。これによって御所ヶ谷史跡自然
公園の活用方針、整備方針と整備手法が策定
された。

実

現

度
↑

・守田蓑洲旧居保
存整備事業

　２３年度は大きな活動はなかったが、２４
年度に向けて、ボランティア団体と活動方針
などを協議検討することができた。

・守田蓑洲旧居保
存整備事業

　３ヵ年計画で整備予定の守田蓑洲旧居の保
存整備工事に着手することができた。また改
修工事中に見つかった古文書などを回収し保
存することができた。工事の進捗にともな
い、痛みの著しい柱などが確認され、一部工
法の変更や、部材の追加など設計変更の必要
が生じた。

実

現

度
↑

５．東九州自動車道建設区域の
発掘調査を実施し、事業の促進
と地域の文化財の記録保存と活
用を図ります。

⑴　東九州自動車道建設促進と
文化財保護のため、建設区域内
の埋蔵文化財について発掘調査
を実施し、記録保存も含め適切
な保護を図り、調査報告書作成
を作成し調査成果の共有化を図
ります。

・東九州道発掘調
査事業

　２３年度は現地での発掘調査は県が分担す
ることとなり、市はこれまで調査した遺跡の
出土遺物などの整理作業を行い鬼熊遺跡２次
調査の発掘調査報告書を刊行することができ
た。

実

現

度
↑

⑵　地元やボランティア団体と
の連携を進め、沓尾地区の歴史
遺産の一体的活用を図ります。

実

現

度
↑

　指定文化財となった無形民俗文化財の開催
や運営を助成することで、継承を支援するこ
とができた。
　また今井祇園行事の新しい説明板を作成し
今井地区に設置した。

　

実

現

度
↑

7、8月に連歌講座2回及び10月に本大会を開催
し参加者数は延174人であった。また連歌の公
募では全国から106人の応募があり、連歌の普
及に効果があった。平成21年から続けたボッ
クス連歌が終了し、その成果として作品集を
作成し配布することができた。

⑴　今井祇園行事や下検地楽な
どの無形民俗文化財の保存活動
を支援し、継承に努めます。

・文化財保護管理
助成事業

２．長い歴史を持ち、地域の誇
るべき文化である「連歌」の普
及と振興を図ります。

⑴　行橋連歌大会を継続して開
催して継承と普及を図るととも
に、行橋市独自の誇るべき伝統
文化としてまちづくりに活用し
ます。

文化振興事業補助
金

（３）市民が誇りを持つ伝統文化
の継承と普及

３．御所ヶ谷神籠石一帯の整備
を推進し、歴史と自然が融合し
た魅力ある史跡自然公園を創出
します。

１．市内に残る伝統的な祭や行
事の保存や継承を支援します。

（２）歴史や文化財を活かしたま
ちづくり
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行橋市教育委員会外部評価委員会の意見   

行橋市教育委員会評価について外部評価委員会として次のように所見を述べさせ

ていただく。  

行橋市教育委員会外部評価委員 

委 員 長  永添 祥多 

                      副委員長  金澤 精子 

委  員  木山 徹哉 

１ 点検・評価制度について  

（１）外部評価制度の法的根拠  

 平成１９年６月の「地方教育行政の組織及び運用に関する法律」の一部改正（平

成２０年４月施行）によって、各教育委員会は「その権限に属する事務の管理及び

執行の状況について点検及び評価を行い」（第２７条第１号）とされ、さらに、「点

検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図

るものとする」（同条第２号）と規定されることになった。本教育委員会が「行橋市

教育委員会外部評価委員会」を設置し、外部評価委員（大学教員２名、小学校長経

験者１名の計３名から構成）による外部評価を実施する所以はここにある。 

（２）外部評価制度の意義  

教育委員会が自己点検・評価を実施する理由は、地方公共団体による情報公開の

一環として教育行政に関する情報を広く市民一般に公開することにより、市民に対

するアカウンタビリティー
※

を果たすとともに、さらなる教育行政の向上を期するこ

とにある。 
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また、外部評価委員会の役割は、教育委員会が作成したその権限に属する事務の

管理及び執行の状況を点検・評価した報告書に対して、利害関係を有さない第三者

として様々な見地から意見を述べ、提言を行うことにより、報告書をより客観的で

精度の高いものにすることにある。 

 

２ 行橋市教育委員会評価の特徴と課題  

（１）行橋市教育委員会評価の特徴  

 行橋市教育員会では、外部評価制度を導入して４年目を迎えた。評価対象となる

活動等は、「Ⅰ 教育委員の活動」、「Ⅱ 教育委員会が管理・執行する事務」、「Ⅲ 教

育委員会が管理・執行を教育長に委任する事務」の３領域に大別されている。この

区分については、教育委員会による諸活動をその性格の違いから区分したものであ

り、他の教育委員会報告書でも２～３領域区分のところが多いことから妥当である

と考える。 

また、これら３領域は各々評価項目及びそれに対応した評価指標に細分されてお

り、「Ⅰ 教育委員の活動」では６項目、「Ⅱ 教育委員会が管理・執行する事務」

では１０項目、「Ⅲ 教育委員会が管理・執行を教育長に委任する事務」では１２７

項目を数える。評価項目数から明瞭であるが、「Ⅲ 教育委員会が管理・執行を教育

長に委任する事務」に点検・評価の重点が置かれていることが分かる。したがって、

本市教育委員会の報告書は、教育委員会がその事務局の長たる教育長を通じて行う

活動に対して重点的に点検・評価を行っているという特徴が見られる。他の教育委

員会報告書でも同様な傾向にあり、この傾向は現在の地方教育行政の特徴を物語っ
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ていると言えよう。 

今年度から「Ⅲ 教育委員会が管理・執行を教育長に委任する事務」については、

教育行政方針の基本方針に添った取り組みを「行橋市教育改革の重点施策」として

整理し、基準となる評価項目の再構築を行っている。その結果、昨年度と比べて学

校教育に関する事項が５１項目から８８項目に増加、生涯学習に関する事項が２１

項目から１９項目に減少、文化に関する事項が１２項目から２０項目に増加し、合

計で８４項目から１２７項目に増加している。「行橋市教育改革の重点施策」を評価

項目として設定することで、これまでよりも具体的な施策について点検・評価する

ことができるようになり、よりきめ細かい教育行政を推進し、点検・評価を受けて

改善していきたいという本市教育委員会の趣旨がうかがえることは、今回の報告書

の大きな特徴と言えよう。 

 点検・評価の方法は昨年度と同様に、充実度と実現度の相関関係による４段階評

価を採用している。充実度と実現度の両者を対比させつつ、両者のバランスを測り

ながら評価する方法を採用している点は非常に分かりやすい。また、「達成していな

い」、「やや達成していない」、「やや達成している」、「達成している」、の４段階評価

は、「可もなく不可もなく」といういわば「普通」の評価は避けて、評価が「高い」

のか「低い」のかがはっきり理解できるというメリットがあり、今後、各事業・取

り組みの質、量のどちらに重点を置くべきなのかという課題の明確化にも繋がると

考える。 
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（２）行橋市教育委員会評価の全体的課題  

 ①点検評価の記載に関する課題  

 点検評価の記載については、昨年度、具体的な個別事例等の記載が不足している

ことを指摘したところであるが、今年度は評価を上げたり下げたりした理由やデー

タを具体的に記載している箇所が多く見受けられ、改善が図られている。しかしな

がら、評価項目によっては審議の中で明らかになる事例、例えば校区公民館の利用

促進において、利用人数の増加した要因の一つが、公民館長や職員が各種講座に関

する住民からの問い合わせに積極的に情報提供し、利用者の増加に繋がったことな

どがあり、目には見えない取り組みがあることも質疑のなかで判明したところであ

る。このような目には見えない取り組み・要因等についても点検・評価欄に明文化

しておくことが、市民にも分かりやすく伝わると考えられるので、今後改善を図ら

れたい。 

 ②評価項目の設定に関する課題  

 既述のように、今年度から「Ⅲ 教育委員会が管理・執行を教育長に委任する事

務」は「行橋市教育改革の重点施策」を評価項目として設定し、再構築を行ってい

る。よりきめ細かい教育行政を推進して行きたいという本市教育委員会の趣旨は理

解できるが、結果として類似の評価項目が多数存在し、事業名が重複しているとい

うケースも見受けられた。また、評価項目も８４項目から１２７項目に増加してお

り、市民にも理解しやすい報告書とするためにも、類似項目の統合を図る等、項目

の設定方法について改善の余地があると思われるので、今後検討されたい。 
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３ 教育委員会の活動状況について  

（１）教育委員会会議の運営改善、公開  

教育委員会会議（定例会)が13回開催され、本市の教育行政方針や小・中学校教育

改革の重点施策、教育委員会規則及び規定、教育予算、各種委員会の委員の任命・

委嘱等について議論がなされたものと考えられる。 1月から3月にかけては、人事案

件について学校現場の実態を見通した審議がなされている。会議の運営においても、

協議が充実するように、議事内容の事前説明や資料の事前配布等の工夫がなされ、

教育委員の出席率も大変高い。これらの点検・評価から教育委員会としての責任を

的確に果たしていると大きく評価できる。また、定例会とは別に、教育委員に積極

的に関わってもらうための学習会を年１回開催しており、審議が充実するための取

り組みとして努力されており、プラス評価の材料になる。 

教育委員会会議の公開については、定例会会議録の概要をホームページで公開し

ていることは評価できる。昨年度からの課題であった広報活動については、市報に

より毎月教育委員会定例会を開催している旨のお知らせを行っており、改善が図ら

れている。保護者や地域住民への今後更なる情報発信に期待したい。 

（２）教育委員会と事務局・首長との連携 

事務局との連携においては、各行事や研修等の開催内容について、日常的な連携

を大切にして連絡や報告が行われていることから、十分に評価できる。 

また、首長との連携においても、各行事等で随時意見交換を行うとともに、意見

交換会を実施する等、努力されていることが分かる。今後も引き続き、教育委員会

が求める施策や事業が推進できるように、教育予算等に関して、首長との意見交換
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に努めることが望まれる。 

（３）教育委員の自己研鑽、学校及び教育施設に対する支援・条件整備 

学校の研究発表会・教職員全体研修会・県主催の研修会・PTA研修会・教育推進協

議会等、様々な研修会への参加や視察研修を通して、教育委員としての自己研鑽に

努めている。また、定例的な学校訪間に留まらず、日頃から積極的に教育現場と関

わっていることは、教育委員会が常に学校や保護者・地域社会との連携を大切にし

て活動していると評価できる。本点検・評価においても充実度・実現度共に高く自

己評価していることは妥当である。 

保幼小連携教育推進に向けた取り組みを行っているが、様々な問題解決のため、

幼稚園訪問も視野に入れながら、教育委員会として、幼稚園との関わりを工夫する

必要があると思われる。幼稚園訪問は実現できなかったが、今年度から園長会議を

開催しており、今後いっそうの組織的連携が期待される。 

 

４ 教育施策の推進状況と展望  

 行橋市教育委員会の教育施策の基本方針は、「市民一人ひとりの実りある自己実

現」に向けて「生き生きと学び続け、郷土を愛する心を育む」教育の推進である。

この基本方針のもと、平成２３年度の学校教育における「教育改革の重点施策」に

は、次の８項目が掲げられている。 

【学校教育】 

1）確かな学力と豊かな人間性の育成を目指す学校教育の推進 

2）個別の教育的ニーズに応じた特別支援教育の充実 
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3）今日的教育課題を解決する健康・保健・安全教育の充実 

4）国際化や情報化社会を生きていく資質や能力を育てる教育の推進 

5）人間尊重の精神を育成する人権教育の推進 

6）規範意識や基本的生活習慣の育成を図る家庭教育の充実 

7）信頼される学校づくりの推進 

8）快適な教育環境をめざす教育施設の整備・充実  

 また、生涯学習の重点施策としては４項目、文化の重点施策としては３項目がそ

れぞれ掲げられている。 

【生涯学習】 

1) 情報化とライフスタイルに対応した生涯学習の推進 

2) 地域の教育力向上と次代を拓く青少年の育成 

3) 市民参加による人権教育の充実 

4) 地域スポーツへの参加による健康、生きがいづくりの推進 

【文化】 

1) 市民に親しまれる新しい文化の創造 

2) 歴史や文化財を活かしたまちづくり 

3) 市民が誇りを持つ伝統文化の継承と普及 

 平成２３年度の教育委員会の教育施策は、上記の重点施策を中心に進められてき

た。 

各施策の進捗状況及び成果は概ね評価に値すると思われる。点検・評価の詳細は

評価シートで確認できるが、評価が特に高い（充実度、実現度ともに「４ 達成し
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ている」と評価している）項目は、「学校教育における重点施策」（大項目）では、

「総合的な学習の時間支援事業」、「児童生徒相談センター事業」、「特別支援教育の

推進」、「国際交流事業」、「教職員研修事業」、「小中学校耐震改修事業」など全８８

項目中４７項目、また「生涯学習における重点施策」（大項目）では、「高齢者はつ

らつ活動拠点事業」、「校区公民館利用促進」など全１９項目中７項目、さらに「文

化における重点施策」（大項目）では、「美術展覧会、校区文化振興事業」、「文化協

会補助」など全２０項目中１０項目である。評価項目の再構築のため２２年度と単

純に比較することは困難であるが、高い評価項目の割合を見ると全体平均で、２２

年度２９％から２３年度４７％に増えていることは大いに評価できる。 

以上のほか、「登下校安全指導員事業」や「市立図書館との連携事業」、「市民体育

施設や体育施設の有効活用」など、各事業において着実な成果が確認できる。 

また、「児童相談センター事業」、「プロジェクトＡ事業」、「スクールカウンセラー

及びスクールアドバイザー配置事業」等、児童生徒や保護者の悩みの解消を図る施

策について、委員会として力を入れて事業の充実が図られていることは、妥当であ

ると考える。昨年１０月の大津市の中学生自殺事件に見られるように、いじめ問題

に関する教育委員会の対応が問題視され、世間の注目を集めている昨今、教育委員

会主導でいじめ防止対策や児童生徒の悩みの解消等に積極的に取り組んでいる実態

は、現在の教育行政の進むべき方向性を見据えたものであり、大いに評価できる。

今後も事業の更なる充実に期待したい。 

 全体的には、昨年度の評価において明らかになった課題を、教育委員会でしっか

りと認識し、課題解決に向けた取り組みが各分野でなされている。各分野で改善に
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取り組まれている関係者の努力に敬意を表したい。 

 以上のように、２３年度の活動に対しては評価すべき点が多く見られるが、いっ

ぽう今後の課題として、以下の点を指摘しておきたい。 

 ①今年度からの新規項目である「シートⅢ」の「１－(1)－５－(1)小学校と幼稚

園の教育課程の連携」は、該当する取り組みが実施できておらず、評価も充実

度、実現度ともに１（達成していない）という結果であった。評価を行う場合

には、その施策・試みが有効かどうかを勘案する必要がある。有効ではあるが

実施できなかったということだが、このような場合も、単に１・１の評価とす

るだけでなく、今後の具体的な見通しを持ち、それを記載しておけば、今後に

活かせる評価になると思われる。今後は、園長会議等で協議し、教育課程の連

携を模索していくという見通しがあるということなので、それを点検・評価欄

に記載し、今後に繋げていく評価にしていただきたい。 

 ②また、前述と同様に「シートⅢ」の「１－(4)－５－(1)英語スピーチコンテス

ト」についても、充実度、実現度ともに１（達成していない）という結果であ

った。主な要因としては、中学校の部活としての英語クラブが存在しないとい

うことだが、今後、教育委員会の指導・助言により各学校で英語クラブの創部

が困難な状況ならば、評価項目の設定を変更する必要があると思われる。自ら

高い目標を持って小項目を設定することは評価できるが、的確な評価項目の設

定は、今後の検討事項として言及しておきたい。 

 ③キャリア教育や職場体験については、全校で行っているということだが、自校

での発表だけでなく、他校にも情報を発信し、成果を共有することが望まれる。
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児童生徒の体験活動の広がりと深まりに繋がると思われるので、今後検討され

たい。 

 ④アンビシャス活動については、世話役の人が少なくなってきた等の課題がある

が、この活動が３校区から他校区に広がっていくことを望む。他校区に広がる

ことにより、地域の方、特に木工工作や餅つきなどの豊富な経験がある戦後生

まれの方等が活躍できる場が増えるとともに、その方々の「生きがい」にも繋

がっていくと思われるので、今後更なる努力が期待される。 

⑤ 行橋市教育行政方針の「基本方針」→「重点目標」→「重点施策」に対応した

評価項目の設定においては、施策内容と実際の評価項目との関連を明確にする

ことが大切である。自己点検・評価及びそれに基づく外部評価を市民に公開す

ることを考えれば、重複あるいは並存している評価項目の整理とともに、本市

教育委員会の課題の本質を分析し、課題解決の方向性についても整理すること

が、評価結果を分かり易く改善することに繋がると考えられる。今後引き続き

検討を願いたい。 

 

 ※ アカウンタビリティー：社会の了解や合意を取りつけるために業務や研究活

動の内容について対外的に説明する責任のこと。 



平成24年度　評価経過　　

備考
平成 24 年 6 月 11 日 （月） 第１回教育委員会評価検討委員会

内容：１．経過（前年度評価の状況）について
２．本年度点検・評価の方法について
３．今後の資料作成について
４．その他について

平成 24 年 7 月 2 日 （月） 第２回教育委員会評価検討委員会
内容：１．本年度点検・評価の方法について

２．今後の資料作成について
３．その他について

平成 24 年 7 月 9 日 （月） 第３回教育委員会評価検討委員会
内容：１．今後の資料作成について

２．点検・評価の内容について
３．その他について

平成 24 年 7 月 17 日 （火） 第４回教育委員会評価検討委員会
内容：１．今後の資料作成について

２．その他について
平成 24 年 7 月 25 日 （水） 第８回定例教育委員会開催

内容：　

平成 24 年 7 月 31 日 （火） 平成２４年度第１回外部評価委員会開催

平成 24 年 8 月 23 日 （木） 第９回定例教育委員会

承認

　行橋市教育委員会の教育に関する事務の管理及び執
行の状況の点検及び評価行橋市教育委員会の教育に関
する事務の点検・評価の外部評価結果及び議会提出に
ついて

内容

行橋市教育委員会の教育に関する事務の管理及び執行
の状況の点検及び評価行橋市教育委員会の教育に関す
る事務の点検・評価の外部評価（案）について

承認

年月日
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行橋市教育委員会外部評価委員名簿
平成２４年４月１日現在

氏名 任期 学識経験等の状況 備考

木山　徹哉 平成２２年８月１９日～平成２４年８月１８日 九州女子大学（人間科学部人間発達学科）　教授

永添　祥多 平成２２年８月１９日～平成２４年８月１８日 近畿大学（産業理工学部）　教授 委員長

金澤　精子 平成２２年８月１９日～平成２４年８月１８日 教職員経験者（小学校長経験者） 副委員長

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋）

地方教育行政の組織及び運営に関する法律
　発令　　：昭和31年6月30日法律第162号
　最終改正：平成19年6月27日法律第98号
　改正内容：平成19年6月27日法律第98号(平成14年法律第63号への改正)［平成20年4月1日］

（教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等）
第二十七条　教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第一項の規定により教育長に委任された事務その他教育長の権
限に属する事務（同条第三項の規定により事務局職員等に委任された事務を含む。）を含む。）の管理及び執行の状況について
点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。
２　教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たつては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るものとする。

34
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行橋市教育委員会の教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及

び評価の実施に関する規則を制定し、ここに公布する。 

  平成２０年１２月２２日 

                                       行橋市教育委員会 

                           委員長 塚内 與四美 

行橋市教育委員会規則第６号 

行橋市教育委員会の教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検

及び評価の実施に関する規則 

 (趣旨) 

第１条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和３１

年法律第１６２号。以下「法」という。)第２７条の規定に基づき、行橋

市教育委員会が実施する教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検

及び評価（以下「教育委員会評価」という。）について、必要な事項を定

めるものとする。 

(教育委員会評価の対象及び時期) 

第２条 点検及び評価の対象は、法第２３条各号に掲げる事務及び教育施

策上の重要課題とする。 

２ 点検及び評価は、毎年、前年度の前項に規定する事項について行うも

のとする。 

(資料の整理等) 

第３条 点検及び評価に資するため、事務局(法第１８条に定める事務局を

いう。以下同じ。)は、前条第１項に規定する事項について、必要な資料

を整理する。 

（教育委員会評価検討委員会等） 
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第４条 教育委員会評価を円滑に行うため、事務局の中から次の者をもっ

て組織する委員会（以下「教育委員会評価検討委員会」という。）を設

ける。 

教育長、教育部長、学校教育課長、指導室長、生涯学習課長、文化

課長 

２ 前項の教育委員会評価検討委員会は、次に揚げる事務を所管する。 

 ⑴ 教育委員会評価に係る調査及び研究に関すること。 

 ⑵ 教育委員会評価の構築、見直しに関すること。 

 ⑶ 教育委員会の自己評価の実施に関すること。 

３ 教育委員会評価検討委員会は、教育長が招集し、教育部長が議長となる。 

４ 教育長は、必要に応じて教育部職員及び教育部職員以外の者、または、

第７条第２項の規定により任命された外部評価委員会委員を教育委員会評

価検討委員会に出席させ、第２項の事務に関する意見等を求めることがで

きる。         

５ 教育委員会評価検討委員会は、第２項第３号で実施した自己評価の内容

を教育委員会へ提示する。 

 （外部評価の実施） 

第５条 教育委員会は、前条の規定により提示された自己評価について、内 

容を精査し、次条に規定する外部評価委員会へ提示し、意見の聴取を行う

ものとする。 

(外部評価委員会等) 

第６条 教育委員会は、教育委員会評価を行うため、教育に関する事務の管 

理及び執行の状況の点検及び評価委員会（以下「外部評価委員会」という。）

を設置する。 

２ 外部評価委員会委員は、法第２７条第２項の規定により学識経験者から

教育委員会が任命する。 



                  37 

３ 外部評価委員会は、教育委員会が提示する教育に関する事務の管理及び 

執行の状況の点検及び評価を行う。 

(議会報告等) 

第７条 教育委員会は、外部評価委員会の検討結果を踏まえ、点検及び評価の

結果に関する報告書を作成し、これを行橋市議会に提出するとともに、公表

する。 

２ 公表の方法は、行橋市ホームページ及び情報コーナーとする。 

(庶務) 

第８条 教育委員会評価の実施に関する庶務は、学校教育課において行う。 

 （委任） 

第９条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に 

定める。 

 附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第２条第２項の規定は、平成   

２１年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 
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行橋市教育委員会外部評価委員会の設置に関する規則を制定し、ここに公布する。 

  平成２０年１２月２２日 

                                       行橋市教育委員会 

                           委員長 塚内 與四美 

行橋市教育委員会規則第７号 

行橋市教育委員会外部評価委員会の設置に関する規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、行橋市教育委員会の教育に関する事務の管理及び執行の状況の

点検及び評価に関する規則（平成２０年１２月２２日行橋市教育委員会規則第６号。

以下「点検・評価規則」という。）に規定する外部評価委員会の設置に関し必要な

事項を定めるものとする。 

（外部評価の目的） 

第２条 外部評価は、教育委員会がその権限に属する事務の管理及び執行の状況につ

いて、外部の学識経験者による知見を活用し、毎年、点検及び評価を行い、その結

果に関する報告書を議会に提出し、公表することにより、効果的な教育行政の推進

に資するとともに、住民への説明責任を果たしていくために実施する。 

（外部評価の対象） 

第３条 外部評価の対象は、点検・評価規則第４条第５項に基づき教育委員会評価検

討委員会が教育委員会で実施する施策評価、事務事業評価等とする。 

２ 外部評価委員会は、教育等に関して学識経験を有する者３人以内をもって組織す

る。ただし、うち１人は、保護者又は市民とする。 

３ 委員の任期は２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

４ 委員は、再任することができる。 

（組織） 

第４条 外部評価委員会に会長を置き、会長は、委員の互選により定める。 

２ 会長は、委員会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。 
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３ 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。 

４ 会長の任期は、２年とする。ただし、再選を妨げない。 

（会議） 

第５条 外部評価委員会は、点検・評価規則第５条の規定により教育委員会から自己

評価の提示があった場合、会議を開催し、外部評価を行うものとする。 

（意見等の聴取） 

第６条 外部評価委員会は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席

させて意見又は説明を聞くことができる。 

（外部評価結果の報告） 

第７条 外部評価委員会は、外部評価が終了したときは、その結果を教育委員会に報

告しなければならない。 

２ 外部評価委員会は、報告に際して、意見を提案することができる。 

（報告結果の利用等） 

第８条 教育委員会は、前条第１項の報告があったときは、教育委員会の会議その他

の会議でその内容を周知するものとする。また、前条第２項の規定による提案があ

ったときは、これを尊重するものとする。 

（外部評価結果の公表） 

第９条 外部評価結果については、市議会に提出するとともに、公表するものとする。 

（外部評価委員会の庶務） 

第１０条 外部評価委員会に関する庶務は、教育委員会教育部学校教育課で行う。 

（報酬） 

第１１条 外部評価委員の報酬については、日額１０，０００円とする。 

（委任） 

第１２条 この規則に定めるもののほか、外部評価の実施に関し必要な事項は、教育

委員会が定める。 
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附  則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 附  則（平成２２年４月２８日行橋市教育委員会規則第３号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 


